
【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成20年６月23日

【事業年度】 第22期(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

【会社名】 株式会社ジョイント・コーポレーション

【英訳名】 ＪＯＩＮＴ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員　　東海林　義　信

【本店の所在の場所】 東京都目黒区目黒二丁目10番11号

【電話番号】 03(5759)8811

【事務連絡者氏名】 グループ経理部長　平 野 裕 明　

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区目黒二丁目10番11号

【電話番号】 03(5759)8844

【事務連絡者氏名】 グループ経理部長　平 野 裕 明

 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　

EDINET提出書類

株式会社ジョイント・コーポレーション(E03974)

有価証券報告書

  1/121



第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 97,021 96,470 136,720 168,526 187,785

経常利益 (百万円) 4,871 7,536 13,009 20,641 23,060

当期純利益 (百万円) 3,063 4,174 11,928 12,934 9,112

純資産額 (百万円) 29,969 33,670 61,584 74,879 79,062

総資産額 (百万円) 135,124 182,840 217,625 291,817 344,033

１株当たり純資産額 (円) 1,620.081,807.691,408.921,687.411,813.39

１株当たり当期純利益 (円) 163.65 221.76 294.86 295.70 210.60

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 163.16 219.86 292.37 294.67 210.34

自己資本比率 (％) 22.2 18.4 28.3 25.4 22.6

自己資本利益率 (％) 10.7 13.1 25.0 19.1 12.0

株価収益率 (倍) 14.5 12.1 12.8 15.2 3.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,761 △48,329 △18,851 △60,339 △33,306

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 119 △955 △2,698 8,355 △2,813

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △8,790 43,497 21,799 58,342 37,855

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 37,525 31,747 31,995 38,972 40,707

従業員数
（ほか、平均
　臨時雇用者数)

(名)
763
(475)

873
(439)

959
(427)

947
(431)

916
(561)

(注) １　連結売上高には消費税等は含まれておりません。
２　第20期平成18年１月５日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。なお、１株当たり当期純利益
金額は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

３　第20期平成17年７月31日の新株引受権の権利行使により発行済株式数が41千株増加しております。
４　第20期平成17年10月25日付で有償一般募集増資（2,500千株、13,645百万円）、平成17年11月４日付で第三者割
当増資（450千株、2,456百万円）を行っております。

５　純資産額の算定にあたり、第21期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第
５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８
号）を適用しております。

６　従業員数は、就業人員数を記載しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 63,715 57,600 73,270 89,705 99,709

経常利益 (百万円) 2,503 3,940 8,072 12,346 9,722

当期純利益 (百万円) 1,372 2,110 4,754 7,232 2,830

資本金 (百万円) 7,672 7,672 15,800 15,821 15,831

発行済株式総数 (株) 18,915,00018,915,00043,812,40043,848,20043,869,200

純資産額 (百万円) 24,241 25,906 46,646 53,334 50,800

総資産額 (百万円) 83,991 116,913 134,861 198,367 229,370

１株当たり純資産額 (円) 1,310.091,390.451,066.721,216.421,185.05

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)

(円)

25.00

(12.50)

25.00

(12.50)

25.00

(12.50)

27.50

(12.50)

30.00

(15.00)

１株当たり当期純利益 (円) 72.29 110.81 115.96 165.33 65.42

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 72.07 109.87 114.98 164.76 65.34

自己資本比率 (％) 28.9 22.2 34.5 26.9 22.1

自己資本利益率 (％) 5.8 8.4 13.1 14.5 5.4

株価収益率 (倍) 32.9 24.2 32.4 27.1 9.8

配当性向 (％) 34.6 22.6 21.6 16.6 45.9

従業員数 (名) 115 204 214 246 302

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。
２　第20期平成18年１月５日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。なお、１株当たり当期純利益
金額は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

３　第20期平成17年７月31日の新株引受権の権利行使により発行済株式数が41千株増加しております。
４　第20期平成17年10月25日付で有償一般募集増資（2,500千株、13,645百万円）、平成17年11月４日付で第三者割
当増資（450千株、2,456百万円）を行っております。

５　純資産額の算定にあたり、第21期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第
５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８
号）を適用しております。

６　従業員数は、就業人員数を記載しております。なお、臨時従業員数については、従業員の100分の10未満のため記
載を省略しております。
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２ 【沿革】

株式会社ジョイント・コーポレーション設立後の企業集団に係る経緯は、次のとおりであります。

年　　　　月 沿　　　　　　　　　　　　　　　　革

昭和61年９月 東京都世田谷区に株式会社ジョイント(資本金1,000万円)を設立

昭和62年１月 宅地建物取引業の免許取得(東京都知事(1)第49057号)、戸建住宅の販売及び仲介事業を開始

昭和62年３月 マンション販売事業を開始

平成元年９月 株式会社ジョイント・コーポレーションに商号変更

平成２年３月 本社を東京都目黒区へ移転

平成８年４月 不動産賃貸事業を開始

平成９年１月 形式上の存続会社である株式会社大において宅地建物取引業免許取得(建設大臣(1)第5600号)

平成９年４月 株式の額面金額を変更するため、株式会社大が株式会社ジョイント・コーポレーションを吸収合

併すると同時に株式会社ジョイント・コーポレーションに商号変更

平成10年11月 日本証券業協会に株式を店頭登録

平成11年１月 マンション販売を行う株式会社ジョイント・ランドを設立

平成11年４月 不動産賃貸事業を行う、株式会社ジョイント・コミュニティー(現、連結子会社の株式会社Ｊ・Ｃ

ＯＭＳ)を設立

平成11年11月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

平成12年６月 不動産賃貸仲介事業を行う、株式会社ジョイント・レント(現、連結子会社の株式会社ジョイント

・プロパティ)を設立

平成12年10月 不動産投資顧問業を行う、株式会社ジョイント・アセットマネジメント(現、連結子会社)を設立

平成13年３月 東京証券取引所市場第一部に指定

平成13年10月 不動産販売事業を行う更生会社である株式会社エルカクエイ(現、連結子会社の株式会社ジョイン

ト・レジデンシャル不動産)の増資を引受け発行済株式の94.7％を取得

平成16年７月 投資法人資産運用業を行う、株式会社ジョイント・キャピタル・パートナーズ(現、連結子会社）

を設立

平成17年２月 不動産流動化事業部を設置

平成17年４月 投資信託及び投資法人に関する法律に基づくジョイント・リート投資法人を設置

平成17年７月 ジョイント・リート投資法人の投資証券が東京証券取引所に上場

平成17年７月 商業開発部門を設置

平成17年７月 株式会社エルカクエイの更生手続終結

平成17年10月 有償一般募集増資により資本金を14,571百万円とする

平成17年10月 大阪営業所開設

平成17年11月 第三者割当により資本金を15,800百万円とする

平成18年３月 沖縄営業所開設

平成18年４月 名古屋営業所開設

平成18年６月 株式会社ジョイント・ファイナンス(現、連結子会社）営業開始

平成19年１月 株式会社ジョイント・モールマネジメント設立

平成19年11月 北京駐在員事務所開設

平成19年12月 株式会社ＫＪライフクリエイト及び日本開発株式会社の株式を取得し、子会社化
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３ 【事業の内容】

当社グループは、株式会社ジョイント・コーポレーション（当社）及び連結子会社50社、持分法適用会社
６社及びその他の関係会社１社によって構成されており、首都圏を中心に全国規模で不動産事業を展開し
ております。
当社グループの事業に係る位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。
　
　

事業の種類別セグメント 事業の内容

不動産流動化事業

　マンション、商業施設等の企画開発及び中古の不動産を購入の上、バリューアップ

し、ファンドや投資家へ売却する事業、並びに、当社グループにおいて不動産運用を

目的としたファンドを組成し、当該ファンドの運営によるフィーや配当を受ける事

業等を行っております。

不動産分譲事業

　首都圏を中心として、マンションや戸建住宅等を企画、開発し分譲を行っておりま

す。

　用地の入手から、企画、開発、販売までを一貫して行うことにより、マーケットの変

化をリアルタイムで捉え、顧客ニーズにマッチした商品作りを行っております。

不動産賃貸事業
　当社グループが保有する商業施設及びマンション等の賃貸や、当社グループが開発
した賃貸不動産はもとより、グループ外の賃貸不動産の賃貸仲介、賃貸管理を行って
おります。

不動産管理事業
　マンション及びオフィスビル等の保守、管理を行っており、物件の価値を高める管
理ノウハウを蓄積しております。

その他の事業 　ホテル事業及び不動産に特化した金融事業等を行っております。
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当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。

(注) １　上記の事業系統図において、㈱ジョイントリビングサービスは、「その他の関係会社」となっております。
２　当社は、分譲マンションの一部について㈱エルカクエイ、㈱ジョイント・ランドと共同事業を行っており
 ます。

３　当社は、保有する賃貸用資産の賃貸管理については、㈱ジョイント・レントに委託しております。
４　㈱J・COMSは、平成19年７月１日をもって、㈱ジョイント・メンテナンスを吸収合併しております。
５　㈱エルカクエイは、平成19年10月１日をもって、㈱エルテックホームを吸収合併しております。
６　㈱ルームピアは、平成19年10月１日をもって、㈱ジョイント・ルームピアに社名を変更しております。
７　㈱ジョイント・モールマネジメントは、平成19年９月３日をもって、新規に設立し連結子会社となりまし
 た。

８　当社は、平成19年12月７日をもって、㈱ＫＪライフクリエイトの株式を追加取得し、持分法適用会社より
 連結子会社としております。
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９　当社は、平成19年12月18日をもって、日本開発㈱の発行済全株式を取得し連結子会社としております。
10　㈱エルカクエイは、平成20年４月１日をもって、㈱ジョイント・ランドを吸収合併し、㈱ジョイント・レ
 ジデンシャル不動産に社名を変更しております。

11　㈱ジョイント・レントは、平成20年４月１日をもって、㈱ジョイント・プロパティに社名を変更しており
 ます。
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(連結子会社)

㈱エルカクエイ
(注)４ (注)７

東京都新宿区 3,000不動産分譲事業 100.0 ―
当社が分譲するマンション
の一部についての共同事
業、役員の兼任　１名

㈱朝見工務店 東京都町田市 90その他の事業 100.0 ―            ―

㈱ジョイント・ランド 東京都目黒区 186不動産分譲事業 100.0 ― 役員の兼任　２名

㈱ジョイント・アセットマネジ
メント

東京都目黒区 150不動産流動化事業  100.0 ― 役員の兼任　１名

㈱ジョイント・レント 東京都目黒区 165不動産賃貸事業 98.1 ―
当社が所有する賃貸用資産
の管理及び集金代行、
役員の兼任　１名

㈱Ｊ・ＣＯＭＳ 東京都新宿区 100不動産管理事業
100.0
(20.7)

― 役員の兼任　１名

㈱ジョイント・キャピタル・
パートナーズ　

東京都目黒区 200不動産流動化事業 100.0 ― 役員の兼任　１名

㈱アサミホテル 神奈川県相模原市 10その他の事業 100.0 ― 役員の兼任　１名

㈱ジョイント・ファイナンス 東京都目黒区 100その他の事業 90.0 ―
債務保証　
役員の兼任　２名

㈱ジョイント・ルームピア 東京都品川区 10不動産賃貸事業 100.0 ― 役員の兼任　１名

㈱ジョイント・モールマネジメ
ント

東京都目黒区 100不動産管理事業 100.0 ― 役員の兼任　２名

㈱ＫＪライフクリエイト(注)５川崎市川崎区 98不動産賃貸事業 48.5 ― 役員の兼任　１名

日本開発㈱ 横浜市中区 50不動産賃貸事業 100.0 ― 役員の兼任　１名

㈱宜野湾ホテル開発 沖縄県宜野湾市 10不動産流動化事業 90.0 ― 役員の兼任　１名

㈲ヴェガ・プロパティー(注)５東京都中央区 3 不動産流動化事業 ― ― ―

㈲海浜幕張駅前開発 (注)５ 東京都千代田区 3 不動産流動化事業 ― ―            ―

㈲キャンサー・プロパティー
(注)５

東京都千代田区 3 不動産流動化事業 ― ― ―

㈲デネブ・プロパティー(注)５東京都中央区 3 不動産流動化事業 ― ― ―

㈲ネプチューン・キャピタル・
パートナーズ (注)５

東京都千代田区 3 不動産流動化事業 ― ― ―

㈲ジュリエット・キャピタル・
パートナーズ(注)５

東京都千代田区 3 不動産流動化事業 ― ― ―

京都駅南開発特定目的会社
(注)５（注)６

東京都中央区 500不動産流動化事業 ― ― 債務保証

㈲オフェーリア・キャピタル・
パートナーズ(注)５

東京都新宿区 3 不動産流動化事業 ― ― ―

合同会社ペルセウス・プロパ
ティー二号(注)５

東京都港区 3 不動産流動化事業 ― ― ―

㈲シリウス・プロパティー
(注)５

東京都中央区 3 不動産流動化事業 ― ― ―

合同会社ローズ・プロパティー
(注)５

東京都港区 2 不動産流動化事業 ― ― ―

㈲カシオペア・プロパティー
(注)５

東京都中央区 3 不動産流動化事業 ― ― ―

　

EDINET提出書類

株式会社ジョイント・コーポレーション(E03974)

有価証券報告書

  8/121



　

名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(連結子会社)

㈲フラックステン・キャピタル
・パートナーズ(注)５

東京都中央区 3 不動産流動化事業 ― ― ―

㈲マーズ・キャピタル・パート
ナーズ(注)５ (注)７

東京都千代田区 3 不動産流動化事業 ― ― ―

合同会社サザンクロス・プロパ
ティー三号(注)５

東京都中央区 3 不動産流動化事業 ― ― ―

リンクス・プロパティー㈱ 東京都板橋区 3 不動産流動化事業 100.0 ― 債務保証

カリナ・プロパティー㈱ 東京都板橋区 3 不動産流動化事業 100.0 ― ―

ケートス・プロパティー㈱ 東京都新宿区 3 不動産流動化事業 100.0 ― ―

ミザール・プロパティー㈱ 東京都新宿区 3 不動産流動化事業 100.0 ― ―

合同会社ムスカ・プロパティー
(注)５

東京都千代田区 3 不動産流動化事業 ― ― ―

その他16社

(持分法適用会社）

㈲ローレル・プロパティー 東京都港区 3 不動産流動化事業
20.0
(20.0)

― ―

㈲アンドロメダ・プロパティー 東京都中央区 3 不動産流動化事業
20.0
(20.0)

― ―

㈲スピカ・プロパティー 東京都中央区 3 不動産流動化事業
20.0
(20.0)

― ―

㈲リゲル・プロパティー 東京都中央区 3 不動産流動化事業
20.0
(20.0)

― ―

武蔵小杉開発特定目的会社　　　　
　　（注)６　

東京都千代田区 800不動産分譲事業 30.0 ― 債務保証

㈱横浜フードランド 横浜市中区 35その他の事業
34.2
(34.2)

― ―

(その他の関係会社)

㈱ジョイントリビングサービス 東京都港区 10 ― ― 25.6役員の兼任　１名

　
(注) １　「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　「議決権の所有(被所有)割合」欄の(内書)は、間接所有による割合であります。

３　上記連結子会社のうち有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

４　特定子会社であります。

５　議決権の所有割合は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。

６　資産の流動化に関する法律（平成十年六月十五日法律第百五号）による特定目的会社であります。

７　株式会社エルカクエイ及び有限会社マーズ・キャピタル・パートナーズについては、売上高（連結会社相互間

の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

　　　　　(株式会社エルカクエイ) 

          主要な損益情報等　① 売上高　　　　　　　　　　　37,403百万円

　　　　　　　　　　　　　　② 経常利益　　　　 　　       11,252百万円

　　　　　　　　　　　　　　③ 当期純利益　　　 　　        5,822百万円

　　　　　　　　　　　　　　④ 純資産額        　　　      27,487百万円

　　　　　　　　　　　　　　⑤ 総資産額        　　　      51,238百万円

　　　　　(有限会社マーズ・キャピタル・パートナーズ)

　　　　　主要な損益情報等　① 売上高　　　　　　　　　　　19,869百万円

　　　　　　　　　　　　　　② 経常利益　　　　 　　        5,494百万円

　　　　　　　　　　　　　　③ 当期純利益　　　 　　          △1百万円

　　　　　　　　　　　　　　④ 純資産額        　　　           1百万円

　　　　　　　　　　　　　　⑤ 総資産額        　　　           6百万円
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

（平成20年３月31日現在）

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

不動産流動化事業 138

不動産分譲事業 284

不動産賃貸事業 212

不動産管理事業 　　　　　　　　　　　　　 　　  167(561）

その他の事業 52

全社(共通) 63

合計 　　　　　　　　　　　　　　　 　916(561）

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(１日８時間換算)であります。

３　全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門の人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

（平成20年３月31日現在）

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(百万円)

302 38.5 4.7 6

(注) １　従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であります。

２　前事業年度に比べ従業員数が56名増加しておりますが、この増加の主な要因は、当社グループ事業再編に伴う

関係会社から当社への出向者受入によるものであります。

３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含め、ストックオプションによる株式報酬費用は除いております。

　

(3) 労働組合の状況

当社グループには、労働組合は結成されておりません。

なお、労使関係については、円満な関係にあり、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度のわが国経済は、好調な輸出と設備投資に支えられ、基調としては緩やかに拡大してま

いりました。

　一方、足元ではサブプライムローン問題を引き金とした米国の景気減速懸念による急激なドル安・円

高、株式・金融市場の混乱や原油等の原材料の高騰により、景気に対する先行き不透明感が増しておりま

す。

　当不動産業界におきましては、建築資材の高騰や前述のサブプライムローン問題に端を発する資金停滞

など、不動産市況全体に、先行きに対する不透明感が台頭してきております。

　こうした中、当社グループは、不動産流動化事業においては、付加価値の高い自社開発物件の売却を増大

させてまいりました。

　また、不動産分譲事業におきましては、立地条件や商品企画に対する顧客の厳しい選別が強まる中、供給

地域の市場ニーズに対応した商品づくりを心掛けてまいりました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は、1,877億85百万円（前期比11.4％増）となり3期連続の増収とな

りました。更に営業利益は、275億55百万円（同14.6％増）、経常利益は、230億60百万円（同11.7％増）と

なり、営業利益、経常利益ともに過去最高となりました。

　一方、財務健全性の確保のために、たな卸資産の評価損を特別損失に71億17百万円計上した結果、当期純

利益は、91億12百万円（同29.5％減）となりました。

　

〔不動産流動化事業〕

不動産流動化事業につきましては、不動産ファンド等への物件売却が増加し、当連結会計年度におけ

る売上高は、1,160億22百万円（前期比52.8％増）となり、営業利益は、232億93百万円（同35.6％増）

となりました。

　

〔不動産分譲事業〕

不動産分譲事業につきましては、分譲マンションの一部に引渡時期の遅れが発生するなど、引渡戸数

が減少したため、当連結会計年度における売上高は、557億23百万円（前期比27.0％減）、営業利益は、

31億28百万円（同50.4％減）となりました。

　

〔不動産賃貸事業〕

不動産賃貸事業につきましては、新たに連結対象となった、2社の保有資産の賃貸収入を合算したこ

とにより、売上高は、84億68百万円（前期比3.9％増）となりました。

　一方、サブリースにおいてオーナーからの借り上げ賃料が上昇したことなどにより営業利益は6億85

百万円（同11.4％減）となりました。
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〔不動産管理事業〕

不動産管理事業につきましては、分譲マンションや、賃貸マンション等の管理棟数の増加により、売

上高は41億18百万円（前期比2.2％増）となり、営業利益は、1億97百万円（同29.4％増）となりまし

た。

　

〔その他の事業〕

その他事業につきましては、売上高は34億52百万円（前期比16.2％減）となり、金融事業の通年稼動

により営業利益は、14億10百万円（同117.5％増）となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

売上高 構成比 前期増減率

百万円 ％ ％

不動産流動化事業 116,022 61.8 52.8

不動産分譲事業 55,723 29.7 △27.0

不動産賃貸事業 8,468 4.5 3.9

不動産管理事業 4,118 2.2 2.2

その他の事業 3,452 1.8 △16.2

合　計 187,785 100.0 11.4

　

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ17億34百万円

増加し、407億7百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ270億33百万

円増加し、333億6百万円の支出となりました。これは主に、たな卸資産の増加（純増加額389億88百万

円）によるものです。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ111億69百万

円減少し28億13百万円の支出となりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出30億79百万円

によるものです。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ204億86百万

円減少し378億55百万円の収入となりました。これは主に、借入金の増加（純増加額405億83百万円）に

よるものです。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)不動産分譲事業の発売、契約及び契約残高の状況

①　発売実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区分

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

　当連結会計年度　　
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

前期増減率

（％）

数　量
金額（百万
円）

数　量 金額(百万円）

マンション 1,230戸 48,1021,260戸 49,001 1.9

新築戸建・中古住宅・土
地

126戸
15,496

99戸
11,755△24.1

100,751.5㎡ 55,724.8㎡

不動産分譲事業
受託販売 -戸

-
59戸

289
-

(-) (1,570)

合　計
1,356戸 63,5981,418戸 61,045

△4.0
100,751.5㎡ (63,598)55,724.8㎡ (62,327)

（注）１．金額欄（）内は、取扱高を表示しております。

　　  ２．数量は、マンション、新築戸建及び中古住宅については「戸」、土地については「㎡」で表示しております。

②　契約実績

区分

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

前期増減率

（％）

数　量
金額（百万
円）

数　量 金額(百万円）

マンション 1,454戸 53,1711,013戸 36,966△30.5

新築戸建・中古住宅・土
地

136戸
16,021

105戸
12,041△24.8

100,394.5㎡ 55,724.8㎡

不動産分譲事業
受託販売 △1戸

△2
3戸

10
-

(△84) (64)

合　計
1,589戸 69,1911,121戸 49,017

△29.2
100,394.5㎡ (69,109)55,724.8㎡ (49,071)

（注）１．金額欄（）内は、取扱高を表示しております。

　　  ２．数量は、マンション、新築戸建及び中古住宅については「戸」、土地については「㎡」で表示しております。

③　契約残高

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成18年４月１日 （自　平成19年４月１日 前期増減率

 至　平成19年３月31日） 　　至　平成20年３月31日） （％）

数　量 金額(百万円） 数　量 金額(百万円）

マンション 659戸 26,562 540戸 22,469△15.4

新築戸建・中古住宅・土
地

10戸
2,786

7戸
525 △81.1

27,418.7㎡ 7,085.6㎡

不動産分譲事業
受託販売 0戸

-
0戸

-
-

(-) (-)

合　計
669戸 29,349 547戸 22,995

△21.6
27,418.7㎡ (29,349)7,085.6㎡ (22,995)

（注）１．金額欄（）内は、取扱高を表示しております。

　　　２．数量は、マンション、新築戸建及び中古住宅については「戸」、土地については「㎡」で表示しております。
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(2)不動産分譲事業の引渡の状況

①　引渡実績

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成18年４月１日 （自　平成19年４月１日 前期増減率

　　至　平成19年３月31日） 　　至　平成20年３月31日） （％）

数　量 金額(百万円） 数　量 金額(百万円）

マンション 1,713戸 60,6571,133戸 41,059△32.3

新築戸建・中古住宅・土
地

145戸
15,224

108戸
14,301△6.1

80,981.1㎡ 76,057.9㎡

不動産分譲事業
受託販売 3戸

0
3戸

10
1,275.1

(73) (64)

その他 － 410 － 352 △14.2

合　計
1,861戸 76,2931,244戸 55,723

△27.0
80,981.1㎡ (76,366)76,057.9㎡ (55,778)

（注）１．金額欄（）内は、取扱高を表示しております。

      ２．数量は、マンション、新築戸建及び中古住宅については「戸」、土地については「㎡」で表示しております。

　　　３．「その他」は、販売用不動産に係る賃貸収入等を表示しております。

　

②　地域別引渡実績

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成18年４月１日 （自　平成19年４月１日 前期増減率

　　至　平成19年３月31日） 　　至　平成20年３月31日） （％）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

神奈川県
25,162

33.0
21,257

38.2 △15.5
(25,162) (21,257)

東京都23区内
12,531

16.4
17,081

30.7 36.3
(12,531) (17,081)

千葉県
10,183

13.3
10,556

18.9 3.7
(10,183) (10,556)

東京都下
13,268

17.4
1,954

3.5 △85.3
不動産分譲事業 (13,268) (1,954)

埼玉県
6,293

8.3
1,657

3.0 △73.7
(6,366) (1,657)

静岡県
8,094

10.6
16

0.0 △99.8
(8,094) (16)

その他地域
348

0.5
2,846

5.1 717.7
(348) (2,901)

その他(地域不可分)
410

0.5
352

0.6 △14.2
(410) (352)

合　計
76,293

100.0
55,723

100.0△27.0
(76,366) (55,778)

（注）１．金額欄（）内は、取扱高を表示しております。

　 　 ２．「その他（地域不可分）」は、販売用不動産に係る賃貸収入等を表示しております。
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３ 【対処すべき課題】

不動産流動化市場では、Ｊ-ＲＥＩＴの時価総額が平成19年５月末に6.8兆円に達したものの、サブプライ

ムローン問題の影響による信用収縮により、平成20年３月には約4兆円まで縮小するなど、先行きに対する

不透明感が台頭してきております。

  また、首都圏における分譲マンション市場では、供給が減少する中、高水準での在庫状況が続く見通しで

あり、引続き販売競争は激化するものと思われます。

　さらに、建材価格、工事人件費等、建設費用は上昇基調で推移しており、今後の市場環境は厳しさを増すも

のと思われます。

  このような情勢のもと、当社は不動産流動化事業につきましては、運用ノウハウを蓄積させるとともに、

物件特性に応じたバリューアップに取り組むことにより利益率の向上と利益額の増大を目指してまいりま

す。

  不動産分譲事業につきましては、優良な物件開発、マーケットニーズに合った商品企画、迅速な事業展開

をモットーに、工程・品質管理体制の強化による品質維持とコスト管理を更に徹底し、利益率の向上を目指

してまいります。

  グループ運営につきましても、各社の収益基盤を更に強化し、グループ全体の価値向上を図ってまいりま

す。

　（株式会社の支配に関する基本方針について）

当社は、平成20年５月14日開催当社取締役会決議により、下記のとおり、当社の企業価値及び株主共同の

利益を確保し、向上させることを目的として、会社法施行規則第127条に定める「当社の財務及び事業の方

針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針」を決定するとともに、本基本方針に照らして不適切な

者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための具体策として、「当社に

対する買収提案への対応方針（買収防衛策）」（以下、本プランといいます）を決定致しました。

Ⅰ　「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針」とその取組み

　当社グループは、「Togethering（トゥギャザーリング）―　ともに、イキな未来を創りつづけます」をグ

ループ企業理念、「人がイキイキする場所を通じて、 人々と社会に貢献します」をグループ企業目標とし

て掲げており、環境に配慮した都市創造を通じて、国内外で地域社会に貢献してまいる所存です。このよう

な理念と目標のもとに実現される当社の企業価値は、株主をはじめステークホルダーのご理解とご支援に

よるものにほかならず、今後も、このような信頼関係と協力関係を維持・強化してゆくことが、さらなる企

業価値の向上につながると考えております。また、株主平等の原則等にもとづく株主共同の利益について

も、引き続き十分に配慮してまいる所存です。

　したがって、当社は、中長期的な観点から、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを

基本方針として、当社の事業及び財務の方針を決定しております。このような基本方針により、当社の企業

価値及び株主共同の利益をより一層向上させるような買収提案については、否定されるべきものではなく、

これをも否定するような過剰な買収防衛策については、許容されるものではないと考えております。

　しかしながら、当社は、中長期的な利益を犠牲にして短期的な利益を追求するような、当社の中長期的企業

価値を毀損するおそれのある買収提案につきましては、断固として反対するつもりであります。また、当社

は、株主の皆様を平等に取扱うことを原則としておりますので、買収者等特定の者の利益のみが
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優遇される買収提案につきましても、断固として反対するつもりであります。また、このような買収提案

を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、不適切であると考えます。そして、その

最終的な判断は、株主の皆様により行われるべきであるとも考えております。

Ⅱ　本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための具体策）

１．本プラン導入の目的及び必要性

　「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針」に照らし、特定の者又はこ

れらと所定の関係を有する者が当社の株主議決権総数の30％以上（注）に相当する議決権を有する株式を

取得すること等により、上述した当社の企業価値及び株主共同の利益が中長期的に毀損される可能性があ

る場合など、当社の企業価値及び株主共同の利益の最大化が阻害されるおそれがある場合には、当社は、法

令及び当社定款によって許容される限度内において、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保とその最

大化に向けた相当な措置を講じる必要があります。

（注）

　当社代表取締役東海林義信が代表取締役を勤める株式会社ジョイントリビングサービスは、平成20年３月

31日現在において、当社株主議決権総数の25.1％を所有する筆頭株主であります。これに東海林義信が個人

で所有している議決権9.8％を加えたとしても、当社議決権比率は34.9％であります。したがって、 濫用的

買収者等が当社発行済株式総数の30％以上を保有した場合、当社筆頭株主として、当社経営に相当な悪影響

を与える可能性があります。このような当社株主構成を鑑み、株主議決権総数の30％以上を基準として、買

収者等の提案内容を検討する必要があります。

２．本プランの内容

　本プランの内容は以下のとおりでありますが、本プランは、会社法をはじめとする企業法制、経済産業省及

び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策

に関する指針」(以下「政府指針」といいます)、東京証券取引所が平成18年３月７日に発表した「買収防

衛策の導入に係る上場制度の整備等に伴う株券上場審査基準等の一部改正について」及び同取引所諸規則

等に則って、株主の権利内容やその行使、株式市場への影響等について慎重かつ十分に検討を重ね整備した

ものです。

(１) 本プランの概要

(ａ) 本プランに関する株主の意思の確認

　本プランについては、平成20年５月14日開催当社取締役会において全員一致で承認され、当社監査役会も

全員一致で同意しております。本プランは、平成20年５月16日に発効しましたが、本総会の出席株主が有す

る議決権総数の過半数による賛成が得られない場合には、同総会の終了時をもって将来に向けて効力を失

います。

(ｂ) 本プランの発動にかかる手続の設定

　本プランは、買収者等（下記(２)(ａ)に定義されます）が現れた際に買収者等に事前の情報提供を求め、

株主が適切な判断をするために十分な情報と時間を確保した上で、買収者等の買収提案及び当社経営陣の

会社側提案について、当社の企業価値及び株主共同の利益の最大化の観点から客観的に比較検討すること

としております。その上で必要な場合には、株主の意思を仰ぐための手続きをすることと定めております

（下記「(２) 本プランの発動にかかる手続」をご参照下さい)。
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(ｃ) 取得条項付新株予約権無償割当ての利用

  (ｉ) 本総会開催前の時点または本プランにつき本総会の承認が得られた後、買収者等が現れた場合にお

いては、買収者等による権利行使を認めない旨の行使条件が付された取得条項付新株予約権（以下「本新

株予約権」といいます。その主な内容につきましては、下記「６．本新株予約権の無償割当ての概要」をご

参照下さい）を、当該株主総会後の当社取締役会が定める割当基準日における全ての当社株主（但し、当社

を除きます）に対して、無償割当ての方法により割当てることがあります。また、(ⅱ) 本プランにおいて定

められた手続に従うことなく当社株券等の大規模買付行為等（下記(２)(ａ)に定義されます）が行われた

場合には、当社は、原則として、買収効果評価委員会の勧告及び取締役会決議にもとづき、当社取締役会が定

める割当基準日における全ての当社株主（但し、当社を除きます）に対して、本新株予約権を無償割当ての

方法により割当てることがあります。

本プランの発動時における新株予約権の無償割当ては、下記(２)(ｄ)(ｅ)(ｆ)(ｇ)の手順に従って行いま

す。

　なお、法令及び当社定款で認められたその他の対応措置を用いることが適切と認められた場合には、当社

は、買収効果評価委員会の勧告にもとづき、必要な場合には、株主総会の承認を経て、その他の対応措置を必

要かつ相当の範囲で講じることもあります。

本新株予約権には、その取得の対価として、買収者等以外の株主については当社議決権付普通株式を、買

収者等に属する株主には行使条件付の新株予約権（但し、一定の条件を満たせば現金化され得る）を、それ

ぞれ交付するという内容の取得条項を付することがあります。これにより、対応措置の相当性の観点から適

切と考えられる場合には、買収者等の経済的利益の毀損を相当程度防止すると共に、当社の企業価値及び株

主共同の利益の最大化が図られるものと考えております。

　当社は、今後本新株予約権の無償割当てを利用する場合に備えて、金融商品取引法第23条の２に規定する

発行登録書を提出し、平成20年５月24日にその効力が生じております。

(ｄ) 買収効果評価委員会の設置

　本プランにもとづき、当社取締役会の諮問機関として、買収効果評価委員会（その概要及び委員等につい

ては下記「５．買収効果評価委員会の概要」をご参照下さい）が設置されており、下記(２)の対応が必要

な局面において招集されることとしております。買収効果評価委員会は、買収者等の認定、本プランに従っ

た対応措置の発動又は不発動の判断、発動の場合における留意事項等の判断等、取締役会に対して客観的に

勧告を行います。当社は、透明性確保の観点から、勧告の内容等について株主の判断に資するよう、適時適切

に開示してまいります。

(ｅ) 監査役による手続過程の監督

　本プランは、その運用の過程において、当社監査役が、取締役会の監督にあたることとしております。

(２) 本プランの発動にかかる手続

(ａ) 本プランの手続の対象となる行為

　当社は、以下の①②③のいずれかに該当する行為（以下「大規模買付行為等」といいます）が行われた場

合を本プランの適用対象とし、これらの行為を行う方針を有する者（当該方針を有するものと当社取締役

会が買収効果評価委員会の勧告にもとづき合理的に判断した者を含み、当社取締役会が予め除外を承認し

た場合を除きます）が現れた場合に、本プランに定めた手続を開始することとしております。

大規模買付行為等に対する対応措置の内容は、下記(ｅ)のとおりでありますが、 上記の方針を有する者が

現れた場合に当然に発動されるものではなく、発動するか否かは、あくまで下記(ｂ)(ｃ)(ｄ)(ｆ)(ｇ)(ｈ)

の手続に従って決定されることとなります。
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①当社発行株券等（金融商品取引法第27条の２第１項に規定）についての、買付け等の後における公開買

付者等（注１）の株券等所有割合の合計１が30％以上となることを目的とする公開買付け（金融商品取引

法第27条の２第６項に規定）

１ 金融商品取引法第27条の２第８項に規定する「株券等所有割合」につき、公開買付者及び特別関係者以

外の公開買付者等に属する者を同項に規定する「特別関係者」とみなして算出される割合をいいます。

②当社発行株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定）についての、大規模買付者等（注２）の、買

付け等の後における株券等保有割合２が30％以上となるような買付け等

２ 金融商品取引法第27の23第４項に規定する「株券等保有割合」につき、株券等の保有者及び共同保有者

以外の大規模買付者等に属する者を同項に規定する「共同保有者」とみなして算出した割合をいいます。

③当社発行株券等についての公開買付け又は買付け等の実施にかかわらず、大規模買付者等と、当該大規模

買付者等との買付け等の後における株券等保有割合の合計が30％以上となるように、当該大規模買付者等

に属する者と他の当社株主が共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項に規定）の関係となる合意そ

の他の行為、又は、当該大規模買付者等の中核を成す者が他の株主を実質的に支配し若しくはそれらの者が

共同ないし協調して行動する関係３となる合意その他の行為（注３）

３ このような関係が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係及び

資金提供関係等の形成や、当該大規模買付者等の中核を成す株主及び当該他の株主が当社に対して直接間

接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。

(注１)

　「公開買付者等」とは、公開買付者自身と、その特別関係者４、これらの者との間にファイナンシャル・ア

ドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他公開買付者又は特別関係者

と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人及びこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共

同ないし協調して行動する者として当社取締役会が買収効果評価委員会の勧告にもとづき合理的に認めた

者を合わせたグループをいいます。

４ 金融商品取引法第27条の２第７項に規定する「特別関係者」（当社取締役会がこれに該当すると認め

た者を含みます)をいいます。

(注２)

　「大規模買付者等」とは、当社が発行者である株券等の保有者５及びその共同保有者６、これらの者との

間にファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他

当該保有者又は共同保有者と実質的利害を共通にしている者、並びにこれらの者が実質的に支配し又はこ

れらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が買収効果評価委員会の勧告にもとづき合

理的に認めた者を合わせたグループをいいます。

５ 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する「保有者」をいい、同条第３項により保有者とみなされる

者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者)を含みます。以下本プランにおいて同じとします。

６ 金融商品取引法第27条の23第５項に規定する「共同保有者」をいい、同条第６項により共同保有者とみ

なされる者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者)を含みます。以下本プランにおいて同じとしま

す。

(注３)

　上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が買収効果評価委員会の勧告にもとづき合理

的に行うものとします。また、当社取締役会は、当該③の要件に該当するか否かの判定に必要と判断さ
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れる範囲において、当社の株主に対して、下記(ｂ)記載の情報に準じた情報を提供していただくよう要請す

る場合がございますので、ご協力をお願い申し上げます。

以下、公開買付者等及び大規模買付者等と、上記③において定める「他の当社株主」とを併せて、「買収者

等」といいます。

(ｂ) 買収者等に対する情報提供の要求等

　大規模買付行為等を行う買収者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除いて、 当該大規模買付行為等の

開始又は実行に先立ち、当社に対して、下記の各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます）とそれ

らに加えて、提案内容評価期間（下記(ｃ)に定義されます）及び当該期間における検討の結果下記(ｆ)に

従い当社取締役会が株主総会の招集を決議した場合にはそのときからさらに21日間の待機期間７（以下

「待機期間」といいます）において当社株券等の買付け等を行わないこと、及び本プランに定める手続を

遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下本必要情報と併せて「買付意向説明書」といいます）を提

出していただきます。

７ 株主の皆様の意思を確認する必要から、買収効果評価委員会の同意の下に、臨時株主総会を開催するた

めの招集通知発送作業の事務負担やその他の物理的事情等を勘案して、合理的な範囲内でこの待機期間を

延長することがあります。 以下本プランにおいて別段の記載がない限り同じとします。

　買収効果評価委員会は、提出された情報が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買収者等

に対し、適宜回答期限（原則として60日）を定めた上、追加的に情報を提供するよう求めることがありま

す。

　買付意向説明書の提出を当社取締役会が求めた場合、又は買付意向説明書が提出された場合には、当社は、

その旨及び当社取締役会が適切と判断する事項について、関係法令等及び証券取引所規則に従って適時適

切に開示いたします。

① 買収者等の概要

　具体的名称、主要な株主又は出資者、出資割合、財務内容、沿革（買収者等が過去に大規模買付行為等を実

施している場合には、その内容と現状を含みます）並びに役員の氏名及び略歴

　（買収者等がファンド又はその出資にかかる事業体である場合は、その主要な組合員、直接出資者、間接出

資者、その他の構成員並びに業務執行組合員及び投資助言を継続的に行っている者に関する具体的名称、主

要な株主又は出資者、出資割合、財務内容並びに役員の氏名及び略歴）

② 大規模買付行為等の目的、方法及び内容

　大規模買付行為等における対価の種類及び価額、大規模買付行為等の時期、関連する取引の仕組み、大規模

買付行為等の方法の適法性、大規模買付行為等及び関連する取引の実現可能性、大規模買付行為等の完了後

に当社株券等が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨とその理由（大規模買付行為等の方法の適法

性については弁護士による意見書を併せて提出していただきます）

③ 大規模買付行為等を行うに際しての第三者との間における意思連絡〔当社に対して重要提案行為等

（金融商品取引法第27条の26第１項に規定される重要提案行為等をいいます）を行うことに関する意思連

絡を含みます。以下同じ〕の有無並びに意思連絡が存する場合にはその相手方名及びその概要、並びに当該

意思連絡の具体的な態様及び内容

④ 大規模買付行為等にかかる買付けの対価の算定根拠及びその算定経緯

　算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに大規模買付行為にかかる一連の取

引により生じることが予想されるシナジーの額又は内容（そのうち少数株主に対して分配されるシナジー

の額又は内容を含みます）及びその算定根拠
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⑤ 大規模買付行為等にかかる買付けのための資金の裏付け〔当該資金の提供者 (実質的提供者（直接・

間接を問いません）を含みます）の具体的名称、その概要、調達方法、資金提供が実行されるための条件

（担保提供の状況及びその予定の有無を含みます）、資金提供後の誓約事項の有無及び内容並びに関連す

る具体的取引の内容を含みます〕

⑥ 大規模買付行為等の完了後に意図されている当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資

金計画、投資計画、資本政策、配当政策等（大規模買付行為等の完了後における当社資産の売却、担保提供そ

の他の処分に関する計画を含みます）その他大規模買付行為等の完了後における当社及び当社グループの

役員、従業員、取引先、顧客、業務提携先その他の当社にかかる利害関係者の処遇方針

⑦ 反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接・間接を問いません）及びこれらに対する

対処方針、過去５年間における法令違反及び行政処分並びに追徴課税の有無とその内容

　（買収者等がファンド又はその出資にかかる事業体である場合は、その主要な組合員、直接出資者、間接出

資者、その他の構成員並びに業務執行組合員及び投資助言を継続的に行っている者、その主要な株主又は出

資者、役員を含みます）

⑧ その他当社取締役会又は買収効果評価委員会が合理的に必要と判断する情報

(ｃ) 取締役会及び買収効果評価委員会による検討等

　当社取締役会及び買収効果評価委員会は、買収者等が開示した大規模買付行為等の内容に応じた下記①又

は②の期間（当社取締役会又は買収効果評価委員会が買付意向説明書及び本必要情報の提供が完了したと

判断した旨を当社が関係法令等及び証券取引所規則にもとづいて開示した日から起算されるものとしま

す）を、当社取締役会による評価、検討、意見形成、会社側提案立案及び買収者等との交渉のために必要な合

理的期間（以下「提案内容評価期間」といいます）として設定します。

①対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる場合：60日間

（初日不算入）

②上記①を除く大規模買付行為が行われる場合：90日間（初日不算入）

　当社取締役会は、提案内容評価期間内において、買収者等から提供された本必要情報に基づき、当社の企業

価値及び株主共同の利益の最大化の観点から、買収者等の大規模買付行為等に関する提案等の評価、検討、

意見形成、会社側提案立案及び買収者等との交渉を行うものとします。その際、当社取締役会は、必要に応じ

て、当社取締役会から独立した第三者的立場にある専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公

認会計士等）の助言を得るものとします。

また、買収効果評価委員会も上記と並行して買収者等からの提案等の評価及び検討等を行いますが、買収

効果評価委員会がかかる評価及び検討等を行うに当たっては、必要に応じて、当社取締役会から独立した第

三者的立場にある専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得ることが

できるものとし、かかる費用は当社が負担するものと致します。

　買収効果評価委員会が提案内容評価期間内に下記(ｅ)記載の勧告を行うに至らないこと等の理由により、

当社取締役会が提案内容評価期間内に対応措置の発動若しくは不発動の決議又は株主総会の招集の決議に

至らないことにつき、やむを得ない事情がある場合において、当社取締役会は、買収効果評価委員会の勧告

にもとづき、必要な範囲内で提案内容評価期間を最大30日間（初日不算入）延長することができるものと

します（なお、更なる期間の延長を行う場合においても同様と致します)。

  当社取締役会が提案内容評価期間の延長を決議した場合、当該決議された具体的期間及びその具体的期

間が必要とされる理由を関係法令等及び証券取引所規則にもとづいて適時適切に開示致します。
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(ｄ) 買収者等が手続を遵守しない場合の対応

　買収効果評価委員会は、買収者等が本プランに定められた手続に従うことなく大規模買付行為等を開始し

たものと認める場合には、引き続き本必要情報の提出を求めて買収者等と協議・交渉等を行うべき特段の

事情がある場合を除き、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当て等の下記(ｅ)で定める所要の対

応措置を発動することを、同委員会の現任委員の全員一致によって勧告できるものとします。この場合、当

社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がなく、取締役会が発動すること

が相当であると判断した場合に、買収効果評価委員会の上記勧告を最大限尊重の上、本新株予約権の無償割

当て等の下記(ｅ)で定める所要の対応措置を、株主総会に諮ることなく、発動することになります。

(ｅ) 対応措置の具体的内容

　当社が本プランにもとづき発動する大規模買付行為等に対する対応措置は、原則として、本新株予約権の

無償割当てによるものとします。但し、会社法その他の関連法令及び当社定款上認められるその他の対応措

置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対応措置が用いられることもあります。

　大規模買付行為等に対する対応措置として本新株予約権の無償割当てをする場合の概要は、下記「６．本

新株予約権の無償割当ての概要」に記載のとおりですが、実際に本新株予約権の無償割当てをする場合に

は、(ｉ) 買収者等に属する者であって取締役会が所定の手続に従って定めた者（以下「例外事由該当者」

といいます）による権利行使は認められないとの条件や、(ⅱ) 新株予約権者が例外事由該当者に当たるか

否かにより異なる対価で当社がその本新株予約権を取得できる旨を定めた取得条項（例外事由該当者以外

の新株予約権者が保有する本新株予約権については、これを当社がその普通株式と引換えに取得する一方、

例外事由該当者に該当する新株予約権者が保有する本新株予約権については、当社が適当と認める場合に

は、これを本新株予約権に代わる新たな新株予約権その他の財産と引換えに取得することができる旨を定

めた条項）、(ⅲ) 当社が本新株予約権の一部を取得するときに、例外事由該当者以外の新株予約権者が所

有する本新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項など、大規模買付行為等に対する対

応措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設ける場合があります。

なお、下記「６．本新株予約権の無償割当ての概要」においても記載しておりますとおり、本新株予約権

の無償割当ての割当基準日は、上記(ａ)柱書所定の事由又は本プランの手続に従わずに大規模買付行為等

が開始された日以後の日となりますので、いわゆる平時において本新株予約権の無償割当てが実施される

ことはありません。また、当社取締役会が割当基準日を定めるに当たっては、 原則として上記株主総会の会

日の後の日とすることとし、関係機関と協議の上、 株主の皆様に不測の損害が及ばないよう配慮して、これ

を決定することとします。

(ｆ) 対応措置の不発動の勧告

　買収効果評価委員会は、買収者等による大規模買付行為等ないしその提案内容の検討と、買収者等との協

議・交渉等の結果、同委員会の現任委員の全員一致によって、当社ガイドライン（その内容につきまして

は、下記「７．ガイドラインの概要」をご参照下さい）に照らし、買収者等が総体として濫用的買収者に該

当しないと判断した場合には、提案内容評価期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予

約権の無償割当て等の対応措置を発動すべきでない旨の勧告を行います。

　本新株予約権の無償割当てその他の対応措置について、買収効果評価委員会から不発動の勧告がなされた

場合には、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、当該勧

告に従って、本新株予約権の無償割当てその他の対応措置を発動しない旨の決議を行うものと致します。
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但し、買収効果評価委員会は、一旦対応措置の不発動の勧告をした後も、当該勧告の判断の前提となった

事実関係等に変動が生じた場合には、当該勧告を撤回して再度異なる勧告をすることができます。

(ｇ) 株主総会の開催

　買収効果評価委員会が、買収者等の属性や提案内容等の検討の結果、本新株予約権の無償割当ての実施及

びその取得条項の発動その他の対応措置について、その現任委員の全員一致により株主総会に諮った上で

発動すべき旨の判断に至った場合、または、その現任委員の全員一致により上記(ｆ)の不発動の勧告を行う

べき旨の判断に至らなかった場合には、本新株予約権の無償割当ての実施及びその取得条項の発動その他

の対応措置の発動につき株主総会に諮って、株主の判断を仰ぐべきである旨を当社取締役会に勧告するも

のと致します。

　上記勧告を受け、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がなく、取締

役会が発動することが相当であると判断した場合に、当該勧告に従って、本新株予約権の無償割当ての実施

及びその取得条項の発動その他の対応措置の発動を株主総会に付議する旨の決議を行うものとし、当該株

主総会の招集手続は速やかに行わなければならないものとします。

　その際、当社取締役会は、本必要情報の概要、買付意向説明書に関する当社取締役会の意見及び買収効果評

価委員会の勧告等の内容その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに関係法令等及び証

券取引所規則に従って適時適切に開示致します。

なお、株主総会開催の前提として、当社取締役会は、買収者等から十分な情報を受領後速やかに、当該株主

総会において議決権を行使できる株主を確定するための基準日（以下「承認総会議決権基準日」といいま

す）を定め、当該基準日の２週間前までに公告を行うものと致します。当該株主総会において議決権を行使

することのできる株主は、承認総会議決権基準日における最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記

録された株主と致します。

　当該株主総会の決議は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数によって決するも

のと致します。当該株主総会の結果は、その決議後速やかに開示するものと致します。

(ｈ) 取締役会の決議

　当社取締役会は、買収効果評価委員会の勧告（上記(ｄ)にもとづく対応措置発動の勧告又は上記(ｆ)にも

とづく対応措置不発動の勧告）又は株主総会の決議及び本プラン所定の手続に従って、本新株予約権の無

償割当てその取得条項の発動、その他の対応措置の発動又は不発動に関する決議を遅滞なく行うものとし

ます。上記決議を行った場合には、当社取締役会は、上記決議の概要とその他当社取締役会が適切と判断す

る事項について、関係法令等及び証券取引所規則にもとづいて適時適切に開示します。なお、買収者等は、当

社取締役会が本プラン所定の手続に従って（すなわち、買収効果評価委員会の上記(ｆ)にもとづく対応措

置不発動の勧告にもとづき、又は上記(ｇ)にもとづく株主総会における対応措置発動の決議が得られな

かったことを受けて）本新株予約権の無償割当てその他の対応措置を発動しない旨の決議を行った後でな

ければ、大規模買付行為等を実行してはならないものとさせて頂きます。

(３) 本プランの有効期間、廃止及び変更

　本プランは、平成22年４月以降最初に開催される定時株主総会において本プランを廃止する旨の決議がな

されない限り、更に２年間自動的に更新されるものとし、その後も同様と致します。但し、有効期間内であっ

ても当社取締役会若しくは当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合又は買収効

果評価委員会が全員一致で本プランを廃止する旨決議した場合には、本プランはその時点で廃止されるも

のと致します。また、当社取締役会は、有効期間の満了前であっても買収効果評価委員会委員の過半数によ

る承認を得た上で、本プランを株主総会の承認の範囲内で修正し又は変更する場合があります。
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３．本プランの合理性

(１) 政府指針、証券取引所の諸規則に則していること

　本プランは、当社の企業価値及び株主共同の利益を向上させることを目的として導入されており、政府指

針の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・

相当性の原則）を充足し、かつ、東京証券取引所が平成18年３月７日付けで発表した「買収防衛策の導入に

係る上場制度の整備等に伴う株券上場審査基準等の一部改正について」及びこれに伴って改正された同取

引所諸規則に則っております。

(２) 株主の皆様に必要な情報が開示され、ご意思を直接確認する手続であること

　本プランは、買収者等が本プランに定められた手続に従うことなく大規模買付行為等を開始した状況下で

買収効果評価委員会が本新株予約権の無償割当てその他の対応措置の発動を勧告する場合、又は、買収効果

評価委員会がかかる対応措置の不発動の勧告をする場合を除き、買収者等による大規模買付行為等に対す

る本新株予約権の無償割当て等の対応措置発動の是非については、株主の皆様のご判断に必要な情報を適

時適切に開示したうえで、株主総会を開催し、株主の皆様のご意思を直接確認することを内容としておりま

す。

(３) 本プランが１回の株主総会決議を通じて廃止可能であること

　１回の株主総会における通常決議における取締役の選解任を通じた取締役会の決議又は株主総会におけ

る本プラン廃止の通常決議を通じて、取締役会決議により本プランを廃止することが可能です。この点にお

いても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。

(４) 独立した買収効果評価委員会の判断を重視していること

　本プランでは、本新株予約権の無償割当てその他の対応措置の発動又は不発動等について、当社の業務執

行を行わず独立性を有している社外役員及び外部専門家から構成される買収効果評価委員会が、合理的か

つ客観的に勧告を行うこととされております。

　そして、本新株予約権の無償割当てその他の対応措置について、買収効果評価委員会から不発動の勧告が

なされた場合には、当社取締役会は、当該勧告に従って、本新株予約権の無償割当てその他の対応措置を発

動しない旨の決議を行うものとしております。

４．株主の皆様等への影響

(１) 本プラン設定時の株主の皆様等に与える影響

　本プランの設定時点においては、本新株予約権の発行等は行われませんので、株主の皆様の権利に影響が

生じることはありません。

(２) 提案内容評価期間中に株主の皆様等に与える影響

　提案内容評価期間における事前対応において、当社が買収者等から提供を受け、また自ら収集した資料等、

これらにもとづく当社の意見ないし判断、会社側提案等については、株主の皆様等のご判断のために必要と

なる重要情報として適時適切に開示することとします。

(３）本新株予約権の無償割当てに伴い株主の皆様等に与える影響

　本プランにおいて想定されている対応措置の性質上、本新株予約権の無償割当て時において、当社株式１

株当たりの価値について希釈化が生じますが、当社株主が保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じな

いことから、株主の皆様等の法的権利及び経済的利益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定し

ておりません。但し、買収者等が例外事由該当者である場合は、当社株主の法的権利及び経済的利益に影響

が生じる可能性があります。
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当社と致しましては、本プランにもとづき対応措置を発動するにあたっては、関係法令等及び関係する証

券取引所規則にもとづいて適時適切に開示を行うとともに、株主の皆様等に不測の損害又は不利益が生じ

ないよう十分に配慮し、適切に対処してまいります。但し、かかる配慮にもかかわらず、日本国内に常任代理

人又は支店等を有しない特定の外国人株主等、外国法令上の制約により、外国法令等に定める条件を充足で

きず、新株予約権の割当てや権利行使ができない場合があります。なお、当社はかかる外国法令等の条件を

充足させる義務を負わないものとします。

　また、対応措置としての本新株予約権の無償割当ての決議及び本新株予約権の無償割当てにかかる権利落

ち後においては、株主の皆様等に不測の損害又は不利益が生じないよう、本新株予約権の無償割当てを中止

しないものとし、かつ、無償割当てされた本新株予約権を当社が無償にて取得しないものとします。

　本新株予約権の無償割当ての手続や、無償割当てがなされた本新株予約権の行使及びその取得について、

株主の皆様に関わる手続は、次のとおりです。

(ａ) 本新株予約権の無償割当ての手続及び名義書換手続

　当社取締役会は、本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合、当該決議において無償割当ての基準日

等を定め、適時適切に開示します。本新株予約権の無償割当ての基準日時点における当社の最終の株主名簿

又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様（以下「割当対象株主」といいます）に対して、その

有する当社株式１株につき１個の本新株予約権が無償にて割当てられます。

　したがって、名義書換手続をされていない株主におかれては、当社が上記の開示に際してご案内する内容

に従って、無償割当ての基準日までに名義書換手続をしていただく必要があります（証券保管振替機構に

対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要です)。

(ｂ) 本新株予約権の行使手続

　当社は、本新株予約権の無償割当てを実施する場合、割当対象株主の皆様に対し、本新株予約権の行使請求

書（行使にかかる本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、株主の皆様ご自身

が例外事由該当者に該当せず本新株予約権の行使条件を充足する者であること等についての表明保証その

他の条項からなる当社指定の書式によるものとします）と新株予約権の権利行使に必要な書類その他を送

付致します。株主の皆様におかれましては、本新株予約権の行使期間内に、これらの必要書類をご提出の上、

原則として本新株予約権１個当たり１円を下限として当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての決議に

おいて定める行使価額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込んでいただくことにより、１個の本新株予

約権につき１株以内の当社が別途定める数の当社株式が発行されることになります。

(ｃ) 当社による本新株予約権の取得手続

　割当てられた本新株予約権に取得条項を付した場合、当社は、法定の手続に従い、当該取得事由の発生を

もって本新株予約権を取得することがあります。この場合、株主の皆様には、ご自身が例外事由該当者に該

当せず本新株予約権の行使条件を充足する者であること等についての表明保証その他の条項からなる当社

所定の誓約書をご提出いただいたうえで、原則として１個の本新株予約権につき１株以内の当社が別途定

める数の当社株式の交付を受けることができます。

５．買収効果評価委員会の概要

　買収効果評価委員会は、本プランにもとづき当社取締役会から諮問を受けた事項及びその他事項につき当

社企業価値及び株主共同の利益の最大化の観点から妥当性を検討し、その結果を勧告することを目的とし

て設置された当社取締役会の社外諮問機関であり、その独立性と専門性について特に配慮しております。 
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一方、当社取締役会は、買収効果評価委員会の勧告を最大限尊重し、対応方針にもとづく対応措置に関し

必要となる事項についての最終判断を行なうこととしております。また、当社監査役会は、取締役会の判断

過程を監督することとしております。

買収効果評価委員会は、当社社外役員と当社及び当社グループ会社と利害関係のない専門家により、３名以

上をもって構成されることとしており、各委員の任期は２年です。委員会に欠員が生じた場合には、取締役

会の決定によりこれを補充します。各委員の活動に関する報酬につきましては、当社社外役員以外の委員に

限り報酬を支給することとします。具体的報酬額につきましては、当社社外役員から選任された委員全員の

賛成により決定するものとします。その他買収効果評価委員会にかかる費用は、監査役会の監督のもとに、

原則として当社が負担するものと致します。

（ご参考）

現在の委員は以下の３名の方々であり、任期は平成22年６月末までとなっております。

（委員長）

渡邉　惺　　弁護士（元名古屋高等裁判所民事部総括判事）

（委員)

廣瀬　駒雄　当社社外取締役（元オリックス株式会社専務取締役）

水野　勝　　当社社外監査役（元丸紅株式会社取締役副社長、現株式会社パソナ取締役会長）

６．本新株予約権の無償割当ての概要

(１) 割当対象株主

　取締役会で定める基準日（上記「２．本プランの内容」(２)(ａ)柱書所定の事由発生後の日とされま

す）における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有株式（但し、当

社の有する当社普通株式を除きます）１株につき１個の割合で新株予約権の無償割当てをします。（但し、

 日本国内に常任代理人または支店等を有しない特定の外国人株主等、外国法令上の制約により、外国法令

等に定める条件を充足できず、新株予約権の割当てや権利行使ができない場合があります。なお、当社はか

かる外国法令等の条件を充足させる義務を負わないものとします）

(２) 新株予約権の目的である株式の種類及び数

　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の行使により交付される当社普通株

式は１株以内で取締役会が定める数とします。

(３) 新株予約権の無償割当ての効力発生日

　取締役会において別途定めます。

(４)　株主に割当てる新株予約権の総数

　割当てる本新株予約権の総数は、無償割当基準日における最終の発行済株式総数（但し、当社の有する普

通株式の数を除きます）を上限として取締役会の定める数とします。

(５) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財産の当

社普通株式１株当たりの価額は金１円以上とします。

(６) 新株予約権の行使条件

　新株予約権の行使条件は取締役会において定めるものとします（なお、例外事由該当者による権利行使は

認められないとの行使条件を付すことがあります）
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(７) 当社による新株予約権の取得

( ａ ) 当社は、取締役会において定める一定の事由が生じること又は一定の日が到来することのいずれか

を条件として、新株予約権の全部又は例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する新株予約権のみを取

得することができる旨の取得条項を取締役会決議により付すことがあります。

( ｂ ) 前項の取得条項を付す場合には、例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する新株予約権を取得

するときは、これと引換えに、当該新株予約権者に対して当該新株予約権１個につき１株以内で取締役会が

予め定める数の当社普通株式を交付するものとします。他方、例外事由該当者に当たる新株予約権者が所有

する新株予約権を取得するときは、これと引換えに、当該新株予約権者に対して当該新株予約権１個につき

当該新株予約権に代わる新たな新株予約権又はその他の財産を交付するものとすることがあります。

(８) 新株予約権の行使期間

　新株予約権の行使期間は、取締役会において別途定めるものとします。

(９) 新株予約権証券の不発行

　本新株予約権にかかる新株予約権証券は発行いたしません。但し、当社取締役会決議によって発行するこ

とができるものとします。

(10）新株予約権を行使または当社による取得により新たに当社株式を取得した株主の株主総会における

議決権行使

　当社が定める基準日後に、新株予約権の行使又は当社による新株予約権取得によって、新たに当社株式を

取得した株主は、当社株式取得後に開催される株主総会において議決権を行使することができるものとし

ます。

(11）その他

　本新株予約権にかかるその他必要な事項については、取締役会において別途定め、適時適切に開示するも

のとします。

７．ガイドラインの概要

(１) 事前対応

　買収者等が出現した場合、当社取締役会は、買収者等に対し、大規模買付行為等を開始する前に、取締役会

に対して十分な資料等を提供すること及び取締役会に十分な検討期間を設定することを要求するものとし

ます。当社取締役会は、株主が当該買収者等による大規模買付行為等の妥当性につき最終判断を適切に行う

ために十分な資料等を収集したうえで、買収者等の有する大規模買付行為等後の当社の経営方針及び事業

計画が当社企業価値及び株主共同の利益の最大化に資するものか慎重かつ速やかに検討することとしま

す。

(２) 濫用的買収者か否かの検討

( ａ ) 当社取締役会は、事前対応において、① 買収者等が下記(３)に定める濫用的買収者に該当する可能

性、② 買収者等による大規模買付行為等が当社企業価値及び株主共同の利益を毀損もしくは減殺する又は

当社企業価値及び株主共同の利益の最大化を妨げる可能性、③ 上記の①又は②に該当する場合、大規模買

付行為等にかかる買収提案を当社企業価値及び株主共同の利益の最大化に資するものとするための変更部

分（以下「会社側提案」といいます）を検討するとともに、必要に応じ、買収者等との交渉を行うものとし

ます。当該検討に際しては、① 買収者等の属性（事業の内容、業績、財務状態、経営状態、コンプライアンス、

コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの内容並びにそれらの実効性等)、 

EDINET提出書類

株式会社ジョイント・コーポレーション(E03974)

有価証券報告書

 26/121



② 買収者等の企図する大規模買付行為等の概要（目的、方法、内容、第三者との連携の有無、買付価格の算

定根拠及び算定経緯等)、 ③ 買収者等の提案する事業計画の内容（経営方針、事業計画、財務計画、資金計

画、投資計画、資本政策、配当政策、株式及び当社株主に与える影響等)を含む事項を考慮するものとします。

( ｂ ) 当社代表取締役は、事前対応の開始が必要であると判断した場合、直ちに買収効果評価委員会を招

集するものとします。

当社取締役会は、招集された買収効果評価委員会に対して、①事前対応を開始できるか、②買収者等が濫用

的買収者に該当するか、③買収者等による大規模買付行為等が当社企業価値及び株主共同の利益を毀損又

は当社企業価値及び株主共同の利益の最大化を妨げる可能性があるか、④会社側提案をどのようなものに

するか等、買収効果評価委員会による判断又は勧告が必要な事項につき諮問するものとします。

(３) 濫用的買収者

　当社は、当社企業価値及び株主共同の利益を毀損又は減殺する大規模買付行為等を行う者であって、原則

として次の各類型に該当しうる買収者等を、濫用的買収者と位置付けます。

①買収者等が本プランに定める手続を遵守しない場合

②買収者等が下記に掲げる行為等により、当社の企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもた

らすおそれのある場合

（1）グリーンメーラーのごとく、買い占めた株券等を当社関係者に対して高値で買取るよう要求する行為

（2）当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等（ノウハウや顧客情報など無形資産を含む）を

廉価に取得する等当社の犠牲の下に買収者等の利益を実現する行為

（3）当社の資産を買収者等又は第三者の債務の担保や弁済原資として流用する行為

（4）当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分

利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り

抜ける行為

③強圧的二段階買収（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定

し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式買付を行うことをいいます）等株主に株式の売却を事実上

強要するおそれのある場合

④当社取締役会が、買収提案に対する代替案を提示するために必要な合理的期間を与えない場合

⑤当社株主が買収提案の内容を判断するために合理的に必要とされる情報が提供されず、又は提供された

場合であっても不十分又は不適切な場合

⑥当社の中長期的な企業価値の維持・向上に鑑み、買収提案の内容が、不十分又は不適当な場合
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４ 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなも

のがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、当有価証券報告書提出日（平成20年6月23日）現在において当

社グループが判断したものであります。

　

(1) 販売価格の下落

　顧客の資金調達環境の悪化、価格競争の激化、求められる利回り水準の上昇等により販売価格の下落が

生じた場合、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

　

(2) 競合

　不動産ファンドの運用パフォーマンスが、各種金融商品等に比較して低下した場合、当社グループの業

績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、首都圏における分譲マンション市場では、供給が減少する中、高水準での在庫状況が続く見通しで

あり、販売競争のさらなる激化等は、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。

　

(3) 土地仕入価格の高止まり

　土地価格の二極化により収益性の高い土地の価格が高止まりした場合、開発物件等における土地仕入が

停滞、または難航し、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

　

(4) 建築費の上昇

建設工事に欠かせない棒鋼、Ｈ型鋼等建設資材の価格や工事人件費等が上昇傾向であります。これらの

上昇は、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

（5）税制改正等

不動産取引や住宅取得に関する各税制、個人所得税や消費税の動向等は、個人消費や住宅購買意欲への

影響が予想され、ひいては当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　

　(6) 建築工事の遅延

不動産の売却は、顧客への引渡時に売上を計上しております。工程・品質は、細心の注意をもって管理

しておりますが、天候異変や、後述の建設会社の財務状況悪化等の理由により工事が遅延すれば、当社グ

ループから顧客への引渡が遅れるため、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。

　

　(7) 建設会社の財務状況の悪化

建設工事の発注先である建設会社の財務状況が悪化した場合、建設会社が負うべき瑕疵の補修責任が

履行されない懸念があり、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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　(8) 資金調達及び有利子負債の金利変動

当社グループは、開発用地の取得資金等を主として外部借入に依存しております。

　将来の金融環境の変化は、資金調達面や借入金利に大きな影響を与える可能性があり、これらは当社グ

ループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

　

　(9) 訴訟等の可能性について

当社グループが開発、建設又は販売する不動産については、当該不動産にかかる瑕疵及び土壌汚染等を

起因として、訴訟その他の請求の対象とされる可能性があります。これらの訴訟等の内容及び結果によっ

ては、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

　

　(10) 法的規制等

当社グループの属する不動産業界は、国土利用計画法、都市計画法、建築基準法等により、法的規制を受

けております。

　また、当社グループは不動産業者として「宅地建物取引業法」に基づく免許を受け、不動産流動化、不動

産分譲、不動産賃貸等の事業を行っておりますが、将来におけるこれら法令の改正や新たな法的規制は、

当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　

　

５ 【経営上の重要な契約等】

  該当事項はありません。

　

６ 【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づ

いて作成されております。

  連結財務諸表の作成に際して、決算日における資産・負債の報告数値、偶発債務の開示及び報告期間

における収入・費用の報告数値に影響を与える見積りは、賞与引当金、貸倒引当金、退職給付引当金、法

人税等であり、継続して評価を行っております。

 なお、見積り及び判断・評価については、有価証券報告書提出日（平成20年６月23日現在）において

判断したものであり、過去の実績や状況に応じ合理的と考えられる要因等に基づいて行っております

が、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

　

(2) 経営成績の分析

　当社グループは、不動産流動化事業においては、付加価値の高い自社開発物件の売却を増大さ

　せてまいりました。

　　また、不動産分譲事業におきましては、立地条件や商品企画に対する顧客の厳しい選別が強

　まる中、供給地域の市場ニーズに対応した商品づくりを心掛けてまいりました。

　　この結果、当連結会計年度の売上高は、1,877億85百万円（前期比11.4％増）となり3期連続

　の増収となりました。更に営業利益は、275億55百万円（同14.6％増）、経常利益は、230億60

　百万円（同11.7％増）となり、営業利益、経常利益ともに過去最高となりました。

　　一方、財務健全性の確保のために、たな卸資産の評価損を特別損失に71億17百万円計上した

　結果、当期純利益は、91億12百万円（同29.5％減）となりました。

　

　　①　売上高

　セグメント別売上高につきましては「第2　事業の状況　１　業績等の概要」をご参照ください。

 

　　②　売上原価、販売費及び一般管理費

当連結会計年度における売上原価は、売上高の増加に伴い、前連結会計年度に比べて173億99百万

円増加し、1,444億円62百万円となりました。

　販売費及び一般管理費については、業務集約・事業統合により諸経費削減を推進しました結果、前

連結会計年度に比べ16億52百万円減少し、販売費及び一般管理費は157億67百万円となりました。

 

　　③　営業外収益、営業外費用

営業外収益は、受取利息の増加等により、前連結会計年度に比べ91百万円増加し、営業外収益は6億

58百万円となりました。

　営業外費用は、有利子負債の増加による支払利息の増加等により、前連結会計年度に比べ11億84百

万円増加し、営業外費用は51億53百万円となりました。
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　　④　特別利益、特別損失

当連結会計年度におきましては、財務の健全性を確保するため、たな卸資産の評価の見直しを行

い、特別損失として71億17百万円を計上しております。

　

(3) 財政状態の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ522億16百万円増加し3,440億33百万円とな

りました。

　負債は、前連結会計年度末に比べ、借入金の431億58百万円増加等により2,649億71百万円となり、有利

子負債比率は前連結会計年度に比べ3.9ポイント上昇し63.4％となりました。

　当連結会計年度末の純資産は、790億62百万円となり、前連結会計年度に比べ41億83百万円増加しまし

た。これは、当期純利益91億12百万円を計上したこと等によるものです

　この結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ125円98銭増加し、1,813円39銭となりまし

た。

　主な増減の要因については、以下のとおりであります。　

 

　　　①　流動資産

当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ306億65百万円増加し、

3,090億87百万円となりました。

　用地及び物件取得によるたな卸資産の増加（2,162億76百万円から2,354億61百万円へ191億84百万

円増）が主な要因です。　

 

　　　②　固定資産

当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度に比べ215億50百万円増加し、349億

46百万円となりました。所有目的の変更により、販売用不動産及び仕掛不動産から建物へ61億10百万

円、土地へ61億9百万円、建設仮勘定へ8億90百万円、無形固定資産（借地権）へ7億69百万円振替えた

ことが主な要因です。　

 

　　　③　流動負債

当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度に比べ186億49百万円減少し、1,200

億93百万円となりました。一年以内償還予定の社債の減少（80億75百万円減）及び短期借入金の減

少（59億円減）が主な要因です。　

 

　　　④　固定負債

当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度に比べ666億82百万円増加し、1,448

億78百万円となりました。たな卸資産増加に伴う長期借入金の増加（581億74百万円から1,072億33

百万円へ490億58百万円増）及び社債の増加（144億25百万円）が主な要因です。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

重要な設備投資はありません。

　

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

（平成20年３月31日現在）

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物及び

構築物
土地
(面積㎡)

その他 合計

SEIYU山科店
(京都府京都市山科区)

不動産賃貸事業 賃貸用設備 1,511
2,617

(7,974.8)
― 4,129 ―

JOI大手前ビル
(大阪府大阪市浪速区)

不動産賃貸事業 賃貸用設備 790
954

(794.2)
― 1,745 ―

TR葛西臨海公園
(東京都江戸川区)

不動産賃貸事業 賃貸用設備 648
325

(2,011.0)
― 973 ―

ユニーブル京都柴野
(京都府京都市元紫野
区)

不動産賃貸事業 賃貸用設備 631
233

(1,357.9)
― 865 ―

MC渋谷JP
(東京都渋谷区)

不動産賃貸事業 賃貸用設備 86
368

(189.8)
― 455 ―

（注）上記金額に消費税等は含まれておりません。

　

(2) 国内子会社

（平成20年３月31日現在）

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物及び

構築物
土地
(面積㎡)

その他 合計

㈱エルカクエイ

賃貸用資産 不動産賃貸事業 賃貸用設備 948
1,060

(7,338,079.7)
21 2,029 4

季美の森GC
(千葉県東金市)

その他の事業
ゴルフ場
設備

38
535

(272,175.0)
8 581 ―

エストーレ
(千葉県東金市)

その他の事業
ホテル用
設備

355
89

(34,136.1)
17 462 25

㈲ジュリエット・
キャピタル・パー
トナーズ

桜ノ宮タワープラザ
(大阪府大阪市都島区)

不動産流動化事業 賃貸用設備 1,174
511　　　　　
(15,852.1)

― 1,685 ―

㈲ヴェガ・プロパ
ティー

グレイス
ランドマーク光明池
(大阪府堺市新檜尾台)

不動産流動化事業 賃貸用設備 972
612　　　　　　
(9,255.1)

― 1,585 ―

㈲キャンサー・プ
ロパティー

本蓮沼フジハイツ
(東京都板橋区)

不動産流動化事業 賃貸用設備 180
363　　　　　　
(1,030.8)

― 544 ―

(注) １　セグメントの名称欄は、事業所で行う、主要なセグメントの名称を記載しております。

２　帳簿価額のうち「その他」は、機械装置・工具器具備品等であります。

なお、上記金額に消費税等は含まれておりません。

３　従業員数は、就業人員であります。

４　季美の森GCは、ゴルフ場運営を第三者に委託しております。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

（平成20年３月31日現在）

会社名
事業所名

(所在地)

セグメント

の名称
設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定

年月総額

（百万円）

既支払額

（百万円）

㈱ジョイント・
コーポレーション

aune ATAMI(あうね熱海)(仮称)不動産

賃貸事業
賃貸用設備 5,981 890 借入金 H19年３月 未定

(静岡県熱海市)

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社ジョイント・コーポレーション(E03974)

有価証券報告書

 33/121



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 175,249,600

計 175,249,600

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６月23日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 43,869,20043,869,200
東京証券取引所
（市場第一部）

―

計 43,869,20043,869,200― ―

 (注）提出日現在の発行数には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日現在までの新株予約権の行使により

発行された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　新株予約権 

　　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

株主総会の特別決議年月日　(平成16年６月24日)

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数(個) 　　　345　(注) １ 315

新株予約権のうち自己新株予約権の数 　　― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　69,000 (注) ２ 63,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,205　(注) ３ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日～
平成20年６月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入れ額(円)

発行価格　  1,205
資本組入額　  603

同左

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者

は、権利行使時において、当社また

は当社子会社の取締役、執行役員、

監査役、従業員の何れかの地位を

保有している場合に限る。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、

新株予約権者の相続人による本新

株予約権の相続は認めない。

(3) 新株予約権者は当社普通株式の

東京証券取引所における終値が上

記新株予約権の行使時の払込金額

の120％以上の場合に限り当社に

対して権利行使の申し込みを行う

ことができる。

(4) 新株予約権の質入れその他一切

の処分は認めないものとする。

(5) その他の条件については、株主

総会及び取締役会決議に基づき、

当社と対象の取締役、監査役及び

使用人（執行役員を含む）並びに

当社の子会社の取締役との間で締

結する「新株予約権付与契約」に

定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役

会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、200株であります。

２　事業年度末現在における付与の対象者及び新株予約権の数は、当社の取締役３名に対し133個、監査役２名に対

し25個、使用人11名に対し157個、子会社の監査役１名に対し30個であります。

３　株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調

整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当り払込金額

調整後
発行価額

＝
調整前
発行価額

×
分割・併合・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

　 ４ 「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」並びに

　　　「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入れ額」については、平成18年

　　　１月５日付の１株につき２株の割合での株式分割により、調整されております。
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株主総会の特別決議年月日　(平成15年６月24日)

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数(個) 　 　49　(注) １ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 　　　　　　　 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　9,800 (注) ２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 497　(注) ３ 同左

新株予約権の行使期間
平成16年７月１日～
平成20年６月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入れ額(円)

発行価格　  　497
資本組入額    249

同左

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者

は、権利行使時において、当社また

は当社子会社の取締役、執行役員、

監査役、従業員の何れかの地位を

保有している場合に限る。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、

新株予約権者の相続人による本新

株予約権の相続は認めない。

(3) 新株予約権者は当社普通株式の

東京証券取引所における終値が上

記新株予約権の行使時の払込金額

の130％以上の場合に限り当社に

対して権利行使の申し込みを行う

ことができる。

(4) 新株予約権の質入れその他一切

の処分は認めないものとする。

(5) その他の条件については、株主

総会及び取締役会決議に基づき、

当社と対象の取締役、監査役及び

使用人（執行役員を含む）並びに

当社の子会社の取締役との間で締

結する「新株予約権付与契約」に

定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役

会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、200株であります。

２　事業年度末現在における付与の対象者及び新株予約権の数は、当社の取締役１名に対し30個、使用人３名に対

し19個であります。

３　株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調

整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当り払込金額

調整後
発行価額

＝
調整前
発行価額

×
分割・併合・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(併合の場合は減少株式数を減ずる)

　 ４ 「新株予約権の数」、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」並びに　

　　　「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入れ額」については、平成18年

　　　１月５日付の１株につき２株の割合での株式分割により、調整されております。
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  ②　新株予約権付社債
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

　2012年１月30日満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債（ロンドン時間平成19年１月29日発行）

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権付社債の残高(百万円） 11,000 同左

新株予約権の数(個） 2,200 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株） 上限1,824,212 同左

新株予約権の行使時の払込金額(転換価額）(円） １株当たり6,030円 同左

新株予約権の行使期間

行使請求受付場所現地時間の
平成19年２月13日から平成24
年１月16日の営業終了時ま
で。但し、①当社の選択による
本新株予約権付社債の繰上償
還の場合には、償還日の東京
における３営業日前の日ま
で、②本新株予約権付社債の
所持人の選択による本社債の
繰上償還がされる場合には、
償還通知書が支払・新株予約
権行使請求受付代理人に預託
された時点まで、③本社債の
買入消却がなされる場合に
は、当社が本社債を消却した
時、または当社の子会社が本
社債を消却のため当社に交付
した時まで、また④本社債の
期限の利益の喪失の場合に
は、期限の利益の喪失時まで。
上記いずれの場合も、平成24
年１月16日(行使請求受付場
所現地時間）より後に本新株
予約権を行使することはでき
ない。

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の　株
式の発行価額及び資本組入額(円）

発行価額１株につき6,030円

資本組入額　当該発行価額に
0.5を乗じ、その結果、１円未
満の端数を生じるときはその
端数を切り上げた額とする。

同左

新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使は
できないものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡制限はない。 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する　
事項

― ―

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成17年４月１日～
平成17年９月30日(注)１ 41,20018,956,200 74 7,746 74 7,520

平成17年10月25日(注)２2,500,00021,456,2006,825 14,571 6,819 14,339

平成17年11月４日(注)３450,00021,906,2001,228 15,800 1,227 15,566

平成18年１月５日(注)４21,906,20043,812,400 ― 15,800 ― 15,566

平成19年１月１日～
平成19年３月31日(注)５ 35,80043,848,200 21 15,821 21 15,588

平成19年４月１日～
平成20年３月31日(注)６ 21,00043,869,200 9 15,831 9 15,598

(注) １  第３回新株引受権（平成13年６月27日決議）の権利行使

発行価格 3,600円

資本組入額 1,800円

２　有償一般募集

発行価格 5,693円

引受価額 5,458.20円

発行価額 5,458.20円

資本組入額 2,730円

３　第三者割当増資

発行価格 5,693円

発行価額 5,458.20円

資本組入額 2,730円

　　 　４　株式分割（平成18年１月５日付）１：２

　　   ５　第３回新株予約権（平成16年６月24日決議）の権利行使　

　　　 ６　第１回新株予約権（平成14年６月26日決議）、第２回新株予約権（平成15年６月24日決議）及び第３回新株

　　　　　 予約権（平成16年６月24日決議）の権利行使

　

(5) 【所有者別状況】

（平成20年３月31日現在）

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 40 28 87 170 5 6,7897,119 ―

所有株式数
(単元)

― 80,4549,151115,022139,716 16 94,213438,57212,000

所有株式数
の割合(％)

― 18.3 2.1 26.2 31.9 0.0 21.5 100 ―

(注) １　自己株式1,001,948株は、「個人その他」に10,019単元及び「単元未満株式の状況」に48株含まれております。

なお、期末日現在の実質的な所有株式数は、同数であります。

２　「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が75単元含まれております。
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(6) 【大株主の状況】

（平成20年３月31日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ジョイントリビング　サービス 東京都港区赤坂４－３－１ 10,990 25.1

東海林　義信 東京都渋谷区 4,278 9.8

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１－８－11 2,492 5.7

モルガン・スタンレーアンド　　　　　　　　　
カンパニーインク
(常任代理人　モルガン・スタンレー証券
株式会社）

1585 BROADWAY NEW YORK.
 NEW YORK 10036. U.S.A

（東京都渋谷区恵比寿４－20－３） 2,209 5.0

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社

東京都港区浜松町２－11－３ 2,076 4.7

バンクオブニューヨークジーシーエムク
ライアントジェイピーアールデイアイエ
スジーエフイー－エフシー

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 
LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

888 2.0

(常任代理人　株式会社三菱東京UFJ銀行　)（東京都千代田区丸の内２－７－１）

ドイチェ バンク アーゲー　　　ロンドン
 610

TAUNUSANLAGE 12,
D-60325 FRANKFURT AM MAIN,
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY622 1.4

(常任代理人　ドイツ証券株式
会社　）

（東京都千代田区永田町２－11－１）

チェース マンハッタン バンク ジー
ティーエス クライアンツ　アカウント エ
スクロウ

5TH FLOOR,TRINITY TOWER 9,
THOMAS MORE STREET LONDON,
E1W 1YT,UNITED KINGDOM
 542 1.2

(常任代理人　株式会社
みずほコーポレート銀行 )

（東京都中央区日本橋兜町６－７）

ステート ストリート バンク 　　アンド 
トラスト カンパニー

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUS
ETTS 02101 U.S.A

537 1.2

(常任代理人　株式会社
 みずほコーポレート銀行）

（東京都中央区日本橋兜町６－７）

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口4）

東京都中央区晴海１－８－11 532 1.2

計 ― 25,169 57.4

(注) １　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　　3,024千株
　　 日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　    2,076千株

　　　２　上記のほか当社所有の自己株式1,001千株（2.3％）があります

３　 大株主は平成20年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。なお、ゴールドマン・サックス証券　

 株式会社から平成20年３月24日付で提出された大量保有報告書(変更報告書）により平成20年３月14日現在

 で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社として、当期末現在における当該法

 人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

 なお、その大量保有報告書(変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ゴールドマン・サックス証券　株
式会社

東京都港区六本木６－10－１
六本木ヒルズ森タワー

74 0.17

Goldman Sachs International
Peterborough Court,133 Fleet Street,
London EC4A 2BB UK

1,053 2.40

Goldman Sachs Asset Mana
gement,L.P

32 Old Slip, New York,10005 U.S.A1,342 3.06

EDINET提出書類

株式会社ジョイント・コーポレーション(E03974)

有価証券報告書

 39/121



Goldman Sachs & Co.8 5 Broad Street, New York 10004,U.S.A10 0.02

ゴールドマン・サックス・ア
セット・マネジメント株式会社

東京都港区六本木６－10－１ 
六本木ヒルズ森タワー

1,599 3.65

　

４　ステート・ストリート投信投資顧問株式会社から平成20年３月21日付で提出された大量保有報告書(変更報　

　　

　　告書)により平成20年３月14日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社と　

　　して、当期末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状　　　

　　況」では考慮しておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書）の内容は以下のとおりでありま

　　す。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ステート・ストリート投信投資
顧問株式会社

東京都港区赤坂９－７－１　　　　　　　　ミッドタ
ウン・タワー

352 0.80

ステート・ストリート銀行
アメリカ合衆国 02111-2900 マサチュウセッ
ツ州、ボストン、ワンリンカーン通り ステー
ト・ストリート・ファイナンシャルセンター

1,416 3.23

ステート・ストリート・グロー
バル・アドバイザーズ・フラン
ス

フランス パリ市 75008 バルザック通り 25 68 0.16

　

５　バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から平成20年３月31日付で提出された大量保有報告

　　書(変更報告書)により平成20年３月24日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けております　

　　が、当社として、当期末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大　

　　株主の状況」では考慮しておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書）の内容は以下のとおりで

　　あります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

バークレイズ・グローバル・　イ
ンベスターズ株式会社

東京都渋谷区広尾１－１－39 526 1.20

バークレイズ・グローバル・　イ
ンベスターズ、エヌ・エイ

米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市
 フリーモント・ストリート45

842 1.92

バークレイズ・グローバル・　イ
ンベスターズ・リミテッド

英国 ロンドン市 ロイヤル・ミント・コート
１

210 0.48

バークレイズ・キャピタル・セ
キュリティーズ・リミテッド

英国 ロンドン市 カナリーワーフ ノース・
コロネード５

98 0.22
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

（平成20年３月31日現在）

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式1,001,900

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式
42,855,300

428,553 ―

単元未満株式
普通株式

12,000
― ―

発行済株式総数 43,869,200 ― ―

総株主の議決権 ― 428,553 ―

(注) 　「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が7,500株(議決権75個)含まれております。

　

② 【自己株式等】

（平成20年３月31日現在）

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
㈱ジョイント・
コーポレーション

東京都目黒区目黒二丁目
10番11号

1,001,900 ― 1,001,900 2.3

計 ― 1,001,900 ― 1,001,900 2.3

　

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

　　当社は、平成16年６月24日及び平成15年６月24日に株主総会の特別決議を行った新株予約権方式によ
るストックオプション制度を採用しておりますが、「(2) 新株予約権等の状況」の「① 新株予約権」
欄に記載しております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第３号及び第７号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　　　　該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(19年８月９日)での決議状況
(取得期間19年８月10日～19年９月20日)

500,000 2,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 500,000 1,448,909

残存決議株式の総数及び価額の総額 － 551,091

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) － 27.6

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合(％) － 27.6

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(19年９月７日)での決議状況
(取得期間19年９月10日～19年９月20日)

500,000 2,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 500,000 1,346,643

残存決議株式の総数及び価額の総額 － 653,356

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) － 32.7

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合(％) － 32.7

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　

区分 株式数(株) 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 207 580

当期間における取得自己株式 10 9

(注）　当期間における取得自己株式数には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社ジョイント・コーポレーション(E03974)

有価証券報告書

 42/121



(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他(新株予約権の権利行使) 1,000 816 ― ―

保有自己株式数 1,001,948 ― 1,001,958 ―

(注）１．当期間における処理自己株式数には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

　 の売渡による株式は含まれておりません。

     ２．当期間における保有自己株式数には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

　 の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、株主資本の充実と長

期的な安定収益力を維持するとともに、業績に裏付けられた適正な利益配分を継続することを基本方針と

しております。

　当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を継続してまいります。配当の決定機関は、中間配

当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

　この基本方針に基づき、平成20年３月期の配当につきましては、１株当たり中間配当金15円、期末配当金15

円、合計30円といたしました。

　また、内部留保金につきましては、運転資金に充当し、今後の事業拡大に努めていく所存であります。

　なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

   (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 　　　配当金の総額（百万円） 　１株当たり配当額（円）

平成19年11月７日取締役会決議
                        

     642
15.0

平成20年６月21日定時株主総会決議
                        

     643
15.0

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 2,645 2,840
8,770
□4,590

5,100 4,580

最低(円) 545 1,672
2,535
□2,805

2,460 603

(注) １　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

２　□印は、株式分割による権利落後の株価であります。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高(円) 3,500 3,250 2,840 2,110 1,886 1,350

最低(円) 2,810 2,340 2,045 1,776 1,380 603

(注) 　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
執行役員

- 東海林　義　信 昭和28年９月14日

昭和61年９月  当社設立、取締役就任

(注）３ 4,278

昭和62年３月  代表取締役社長

平成８年４月

 

 株式会社ジョイントリビングサービス

 代表取締役社長就任(現任)

平成12年５月

 株式会社エルカクエイ（現、株式会社 

 ジョイント・レジデンシャル不動産） 

 管財人就任

平成17年７月  株式会社エルカクエイ取締役会長

平成19年４月  当社代表取締役社長執行役員(現任)

取締役　

副社長

執行役員

グループ
建築管理部
海外事業
企画部
管掌

関　根　達　也 昭和37年11月６日

平成元年10月  当社入社

(注）３ 293

平成４年２月  取締役就任

平成８年７月  常務取締役

平成11年６月  専務取締役

平成19年４月

平成20年４月

 

 当社取締役副社長執行役員(現任)

 グループ建築管理部、海外事業企画部　

 担当(現任)

取締役　
専務
執行役員

グループ　　プ
ロジェクト
管理部
管掌

山　下　孝　二 昭和38年12月13日

平成３年４月  当社入社

(注）３ 13

平成12年１月  株式会社スミカ入社

平成15年１月  当社入社　執行役員開発部長

平成15年６月  取締役就任

平成19年９月  当社取締役専務執行役員(現任)

 グループプロジェクト管理部長(現任)

平成19年９月

 

 株式会社ジョイント・モールマネジ

 メント代表取締役社長就任（現任）

平成20年５月

 

 株式会社ジョイント・ホスピタリティ

 代表取締役社長就任（現任）

取締役　
専務
執行役員

グループ経営
企画部
グループ
財務部
管掌

岩 谷 健 一 郎 昭和29年７月７日

昭和53年４月

 

 株式会社日本興業銀行（現株式会社み 

 ずほコーポレート銀行）入行

(注）３ 9

平成15年４月  当社入社　社長室長

平成15年９月

平成17年４月

平成17年６月

平成19年４月

平成20年５月

 

 執行役員

 営業本部長兼社長室長

 取締役就任

 当社取締役専務執行役員(現任)

 グループ経営企画室長、グループ財務

 部担当（現任）

取締役
常務
執行役員

グループ　　監
査部
グループ
法務部
グループ
カスタマ－
センター部
管掌

加　藤　有　作 昭和25年11月３日

昭和48年４月

 

 株式会社三井銀行（現株式会社三井住

 友銀行）入行

(注）３ 3

平成12年４月  同行丸ノ内支店支店長

平成14年７月  当社経営企画室長

平成15年９月  執行役員

平成17年６月

平成19年４月

平成20年４月

 

 取締役就任

 当社取締役常務執行役員(現任)

 グループ法務部長、グループ監査室、 

 グループカスタマーセンター担当(現

 任)

取締役
執行役員

グループ　　　　
経理部
グループ
広報・IR部
グループ
情報

システム部　　　
 内部統制室　
管掌

織　部　　壽 昭和25年11月14日

昭和48年４月  西武都市開発株式会社入社

(注）３ 11

平成５年７月  同社財務経理部財務担当部長

平成14年３月  当社入社　 広報・ＩＲ室長

平成15年９月

平成17年６月

平成19年４月

平成20年５月

平成20年６月

 執行役員

 取締役就任

 当社取締役常務執行役員

 グループ経理部、グループ広報・IR

 部、グループ情報システム部担当、内

 部統制室長 (現任)

 当社取締役執行役員（現任）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役 - 廣　瀬　駒　雄 昭和９年６月17日

昭和44年４月  オリックス株式会社入社

(注）３ 2

平成７年４月  同社専務取締役

平成７年６月  株式会社大京取締役副社長

平成13年５月  オリックス・アセットマネジメント

 株式会社代表取締役社長

平成14年６月  同社取締役会長

平成15年６月  当社取締役就任（現任）

平成20年２月  株式会社ジョイント・アセットマネジ

メント取締役（現任）
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取締役 - 小 笠 原 忠 造昭和16年２月15日

昭和34年11月 警視庁警察官採用

(注）３ －

平成５年２月  大井警察署長

平成６年２月  第一機動捜査隊長

平成10年８月 新宿警察署長

平成19年５月 当社顧問

平成20年６月 当社取締役就任（現任）

監査役
（常勤）

- 妙　中　厚　雄 昭和28年11月14日

昭和61年２月  妙中税理士事務所開業(現任)

(注）４ 0

平成８年９月  有限会社タエナカマネージメント・

 オフィス設立、代表取締役(現任)

平成９年５月  当社常勤監査役

平成18年６月  当社監査役

平成20年６月  当社常勤監査役（現任）

監査役
（常勤）　　　

　　
- 鈴　木　忠　男 昭和24年10月10日

昭和47年４月  角栄建設株式会社（現株式会社エルカ

 クエイ）入社

(注）４ 5

平成２年10月

平成９年６月

 同社企画管理本部経理部長

 同社取締役営業企画部長

平成12年12月  株式会社ジョイント・コミュニティー

 (現株式会社J・COMS）管理統括部長

平成15年４月  当社経理部長

平成18年６月  当社常勤監査役（現任）

監査役 - 髙　山　富　雄 昭和22年５月22日

昭和54年４月  髙山税理士事務所開業(現任)

(注）４ 14
平成７年８月  有限会社ライフパワー設立、

 代表取締役就任(現任)

平成７年10月  当社監査役就任(現任)

監査役 - 水　野　　勝 昭和13年12月30日

昭和36年４月

 

 丸紅飯田株式会社（現丸紅株式会社）

 入社

(注）５ 1

平成４年６月  同社取締役

平成７年６月  同社常務取締役

平成９年６月  同社専務取締役

平成11年４月  同社取締役副社長

平成13年６月  同社顧問

平成14年９月  有限責任中間法人ディレクトフォース

 代表理事

平成17年６月  当社監査役就任（現任）

平成19年12月  株式会社パソナ取締役会長就任(現任）

計 4,635

(注)　１　取締役廣瀬駒雄及び小笠原忠造の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役妙中厚雄、髙山富雄及び水野勝の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３  取締役の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。

４  監査役である妙中厚雄、鈴木忠男、高山富雄の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成

23年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　５　監査役である水野勝の任期は、平成17年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定

　　時株主総会終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

1.  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、株主をはじめとする全てのステークホルダー（利害関係者）にとっての「企業価値

の長期的最大化」を図るために、①迅速な意思決定と事業遂行の実現、②迅速かつ適切で公平な情報開

示、③経営の透明性と健全性の確保、④企業倫理と遵法性の徹底、⑤アカウンタビリティ（説明責任）の

明確化、を基本方針として、その実現に努めています。

　

２．会社の機関の内容

　＜取締役会、取締役＞

当社は監査役会設置会社であり、取締役会と監査役会により業務執行の監督及び監視を行なっていま

す。取締役会は、取締役８名で構成し、うち２名は「会社法第２条第15号」に定める社外取締役です。取締

役会は、毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、重要な事項

は全て付議されています。また、当社は、監督と執行の分離を目的として、執行役員制度を導入しており、

執行役員への権限委譲により、意思決定の迅速化と業務の効率化を図っています。 

　

＜監査役、監査役会＞

当社の監査役は４名で、うち３名が「会社法第２条第16号」に定める社外監査役であり、経営の透明性

の向上、客観性の確保を図っています。

  各監査役は重要な会議への出席、取締役等からの報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧、子会社の調査な

どにより監査を実施する一方、監査役会は監査の方針等を決定し、各監査役の監査状況等の報告を受ける

ほか、会計監査人から定期的に監査に関する報告を受けています。監査役は内部監査部門及び会計監査人

との連携・協調を図り、相互に監査の質の向上に努めています。

  また、監査役会は代表取締役との定期的な会議を開催し、監査上の重要課題等について意見交換を行う

こととしています。

　

＜内部監査部門＞

当社は、関係会社を含めた業務プロセスの適正性及び経営の妥当性、効率性を監査する目的で「グルー

プ監査室」を設けています。

  グループ監査室（４名）は、適法かつ適正・効果的な業務執行の確保のための監査を実施し、必要に応

じて、関係部門に対し改善提案を行なっています。監査結果は代表取締役及び担当役員（関係会社は代表

者）に報告するほか、取締役会、監査役会にも報告しています。

　また、グループ監査室は監査役補助業務を兼務しております。
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＜会計監査人＞

当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査をあずさ監査法人に依頼して

おりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害

関係はありません。当社は、同監査法人との間で会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締

結し、それに基づき報酬を支払っております。

  当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとお

りであります。

　・業務を執行した公認会計士の氏名

　　 指定社員　業務執行社員：渡邉宣昭、浅野俊治

　　継続監査年数については、７年以内であるため記載を省略しております。

　・会計監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士　３名、会計士補等　７名、その他　３名

 

＜会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の

概要＞

当社では、社外取締役２名と社外監査役３名を選任しています。提出日現在、社外取締役及び社外監査

役と当社との間には特別な利害関係はありません。

　

３．情報開示体制

当社は、迅速かつ適切で公平な情報開示により市場からの適切な評価を得ることが重要であると認識

しています。そのため、当社はグループ広報・ＩＲ部を中心として継続的なＩＲ活動を展開するととも

に、社内の情報管理体制と情報開示体制を明確に定め、適切な情報開示に努めています。

　

４．内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

当社は、リスク管理規程を定めるとともに、同規程に基づき当社のリスクカテゴリー毎の責任部署を

定め、グループ総務部担当取締役をリスク管理の統括責任者として任命し、グループ総務部が当社全体

のリスクを網羅的・総括的に管理することとしています。さらに、新たに発生したリスクについては、速

やかに担当部署を定めることとしています。グループ監査室は当社及びグループ各社毎のリスク管理の

状況を監査し、その結果をグループ総務部担当取締役に報告し、当社及び各社の取締役会において改善

策を審議・決定することとしています。

また、不測の事態が発生した場合には、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損

失・被害を最小限にとどめる体制を整えるものとしています。

 

 ５．企業倫理の確立及びコンプライアンスの徹底

　当社は、企業行動憲章の「ジョイント・グループ行動規範」をはじめとするコンプライアンス体制に

係る規定を、役員及び従業員が法令・定款を遵守した行動をとるための行動規範としています。

　また、その徹底を図るため、グループ法務部においてコンプライアンスの取り組みを全社横断的に統括

することとし、グループ法務部担当取締役をコンプライアンス担当取締役に任命しています。グループ

法務部を中心に役員及び従業員へのコンプライアンス教育等を行い、グループ監査室はグループ法務部

と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査しています。これらの活動は取締役会及び監査役会に定

期的に報告することとしています。　
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　さらに、コンプライアンス上、疑義ある行為について直接に情報提供を行う手段として、代表取締役が

統括するコンプライアンスホットラインを設置・運営しています。コンプライアンスホットラインの窓

口はグループ監査室としています。

　

 ６．役員報酬の内容

　

取締役（百万円） 監査役（百万円） 計（百万円）

社内役員 311 12 323

社外役員 6 16 23

計 318 29 347

 　　　　(注） 役員報酬には、当事業年度に係る役員役賞与分を含めております。

 ７．監査報酬の内容

　

支払先 報酬内容 支払額（百万円）

公認会計士法（昭和23年法律第103号）
第2条第1項に規定する業務に基づく報酬

55
あずさ監査法人

その他の報酬                 6

計                61

          (注)　当社は、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）であるコンフォートレター

　　　 作成費用及び各種調査費等として、会計監査人に６百万円を支払っております。

 

８．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

の概要

  当社と社外取締役及び社外監査役との間には、特別利害関係はございません。

　

９．責任免除及び責任限定契約の内容の概要

  当社は、会社法第426条第１項の規定に基づき、社外取締役(社外取締役であった者を含む）及び社外

監査役(社外監査役であった者を含む）の損害賠償責任額について、法令に規定する金額の範囲内で免

除することができ、かつ、法令に基づく迅速な解決をはかるという理由から、当該免除の決定権限は、株

主総会から取締役会へ委譲する旨を、定款第23条第１項及び第29条第１項に定めております。当社と社

外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項、定款第23条第２項及び第29条第２項の規定に基づ

き、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害

賠償責任の限度額は、法令に規定する金額であります。

  なお、当該責任免除及び当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の

原因となった職務の遂行について、善意で且つ重大な過失がないときに限られます。

 

 １０．取締役の定数

   　　当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。

 

 １１．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席することを要する旨を定款に定めております。また、取締役の選任については、累積

投票によらないものとする旨を定款に定めております。
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 １２．自己の株式の取得

当社は、財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条２項の

規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定

款に定めております。

 

 １３．剰余金の配当等の決定機関

当社は、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）を取締役会決議により可能とする

旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものでありま

す。

 

 １４．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う

旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主

総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に

基づき、当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成

しております。

　

２　監査証明について

当社は、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)及び前事業年度(平成18年４月１

日から平成19年３月31日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当連結会計年度(平成19年４

月１日から平成20年３月31日まで)及び当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ連結財務諸表並びに財務諸表について、あずさ監

査法人により監査を受けております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 ※１ 39,107 40,755

　２　受取手形及び売掛金 1,552 993

　３　たな卸資産 ※１ 216,276 235,461

　４　販売用不動産出資金等
※1・
4

1,335 1,107

　５　共同事業出資金 ※５ 1,200 ―

　６　前渡金 8,803 4,811

　７　繰延税金資産 1,213 5,862

　８　その他の流動資産 9,047 20,239

　　　　貸倒引当金 △115 △143

　　　流動資産合計 278,42195.4 309,08789.8

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物及び構築物 ※１ 2,680 11,865

　　　　減価償却累計額 663 2,017 2,095 9,770

　　(2) 土地 ※１ 2,614 15,229

　　(3) 建設仮勘定 ※１ 256 890

　　(4) その他 548 777

　　　　減価償却累計額 322 225 430 347

　　　有形固定資産合計 5,1131.8 26,2377.6

　２　無形固定資産

　　(1) のれん ※６ 41 45

　　(2) その他 319 2,117

　　　無形固定資産合計 361 0.1 2,1620.7

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 ※７ 5,241 1,987

　　(2) 長期貸付金 239 241

　　(3) 繰延税金資産 10 1,245

　　(4) その他の投資 2,581 3,348

　　　　貸倒引当金 △150 △276

　　　投資その他の資産合計 7,9212.7 6,5461.9

　　　固定資産合計 13,3964.6 34,94610.2

　　　資産合計 291,817100.0 344,033100.0
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　 前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 ※８ 18,240 19,189

　２　短期借入金
※1・
3

80,468 74,568

　３　一年以内償還予定の社債 ※１ 11,530 3,454

  ４　コマーシャル・ペーパー 10,000 5,000

　５　未払法人税等 7,251 7,976

　６　前受金 5,349 2,820

　７　賞与引当金 214 184

　８　役員賞与引当金 180 130

　９　その他の流動負債 5,508 6,769

　　　流動負債合計 138,74347.5 120,09334.9

Ⅱ　固定負債

　１　社債 ※１ 2,510 16,935

　２　新株予約権付社債 11,000 11,000

　３　長期借入金 ※１ 58,174 107,233

　４　退職給付引当金 103 105

　５　長期未払金 ※１ 3,909 3,566

　６　その他の固定負債 2,498 6,036

　　　固定負債合計 78,19526.8 144,87842.1

　　　負債合計 216,93874.3 264,97177.0

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 15,8215.4 15,8314.6

　２　資本剰余金 15,8085.4 15,8184.6

　３　利益剰余金 41,97314.4 49,78514.5

　４　自己株式 △1 △0.0 △2,797△0.8

　　　株主資本合計 73,60125.2 78,63822.9

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

394 0.2 △794△0.2

　２　繰延ヘッジ損益 △11 △0.0 △108△0.1

　　　評価・換算差額等合計 383 0.2 △903△0.3

Ⅲ　少数株主持分 893 0.3 1,3270.4

　　　純資産合計 74,87925.7 79,06223.0

　　　負債純資産合計 291,817100.0 344,033100.0

　

EDINET提出書類

株式会社ジョイント・コーポレーション(E03974)

有価証券報告書

 53/121



② 【連結損益計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 168,526100.0 187,785100.0

Ⅱ　売上原価 127,06375.4 144,46276.9

　　　売上総利益 41,46324.6 43,32323.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１　広告宣伝費 5,308 3,900

　２　役員報酬 361 488

　３　給与手当 4,256 4,437

　４　賞与引当金繰入額 263 227

　５　役員賞与引当金繰入額 180 130

　６　退職給付費用 99 102

　７　租税公課 1,371 789

　８　減価償却費 207 253

　９　貸倒引当金繰入額 147 96

　10　その他 5,223 17,41910.3 5,341 15,7678.4

　　　営業利益 24,04314.3 27,55514.7

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 88 164

　２　受取配当金 175 150

　３　受取保証料 68 56

　４　償却債権取立益 31 44

　５　金利スワップ評価益 39 －

　６　長期未払金弁済差益 45 51

　７　その他 116 566 0.3 191 658 0.3

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 2,470 3,563

　２　支払手数料 1,066 1,159

　３　持分法による投資損失 149 8

　４　その他 282 3,9682.3 422 5,1532.7

　　　経常利益 20,64112.3 23,06012.3
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ　特別利益

　１　投資有価証券売却益 29 －

　２　固定資産売却益 ※２ 28 37

　３　事業譲渡益 2,028 2,0851.2 － 37 0.0

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除売却損 ※１ 22 61

　２　投資有価証券売却損 － 0

　３　たな卸資産評価損 － 22 0.0 7,117 7,1793.8

　　　税金等調整前
　　　当期純利益

22,70413.5 15,9188.5

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

9,850 11,505

　　　法人税等調整額 △341 9,5095.6 △4,908 6,5973.5

　　　少数株主利益 259 0.2 208 0.1

　　　当期純利益 12,9347.7 9,1124.9
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 15,800 15,687 30,230 △105 61,612

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 21 21 － － 43

　剰余金の配当(注１) － － △1,092 － △1,092

  利益処分による役員賞与(注２) － － △115 － △115

　当期純利益 － － 12,934 － 12,934

　自己株式の取得 － － － △0 △0

　自己株式の処分 － 99 － 104 203

　連結範囲の変動 － － 16 － 16

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

21 121 11,743 103 11,989

平成19年３月31日残高(百万円) 15,821 15,808 41,973 △1 73,601

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) △28 － △28 1,043 62,627

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 － － － － 43

　剰余金の配当(注１) － － － － △1,092

  利益処分による役員賞与(注２) － － － － △115

　当期純利益 － － － － 12,934

　自己株式の取得 － － － － △0

　自己株式の処分 － － － － 203

　連結範囲の変動 － － － － 16

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

423 △11 412 △149 262

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

423 △11 412 △149 12,251

平成19年３月31日残高(百万円) 394 △11 383 893 74,879

(注1)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目△545百万円を含んでおります。
(注2)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 15,821 15,808 41,973 △1 73,601

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 9 9 ― ― 19

　剰余金の配当 ― ― △1,300 ― △1,300

　当期純利益 ― ― 9,112 ― 9,112

　自己株式の取得 ― ― ― △2,796 △2,796

　自己株式の処分 ― 0 ― 0 0

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

9 9 7,811 △2,795 5,036

平成20年３月31日残高(百万円) 15,831 15,818 49,785 △2,797 78,638

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 394 △11 383 893 74,879

連結会計年度中の変動額

　新株の発行
― ― ― ― 19

　剰余金の配当
― ― ― ― △1,300

　当期純利益
― ― ― ― 9,112

　自己株式の取得
― ― ― ― △2,796

　自己株式の処分
― ― ― ― 0

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額) △1,189 △97 △1,286 433 △853
連結会計年度中の変動額合計
(百万円) △1,189 △97 △1,286 433 4,183

平成20年３月31日残高(百万円)
△794 △108 △903 1,327 79,062
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前当期純利益 22,704 15,918

　　　減価償却費 310 416

　　　たな卸資産評価損 ― 7,117

　　　のれん償却額 152 34

　　　貸倒引当金の増減額 136 118

　　　賞与引当金の増減額 △13 △37

　　　役員賞与引当金の増減額 180 △50

　　　退職給付引当金の増減額 △13 △32

　　　受取利息及び配当金 △264 △314

　　　支払利息 2,470 3,563

　　　事業譲渡益 ※２ △2,028 ―

　　　固定資産除売却損 22 61

　　　固定資産売却益 △28 △37

　　　売上債権の増減額 △146 547

　　　営業貸付金の増減額 △1,379 △10,649

　　　たな卸資産の増減額 △65,645 △38,988

　　　販売用不動産出資金等の増減額 829 227

　　　共同事業出資金の増減額 △1,200 1,200

　　　仕入債務の増減額 1,666 949

　　　前渡金の増減額 △5,601 3,992

　　　前受金の増減額 722 △2,587

　　　未払消費税等の増減額 △455 469

　　　預り金の増減額 320 476

　　　役員賞与の支払額 △115 ―

　　　その他流動資産の増減額 790 △673

　　　その他固定資産の増減額 144 △630

　　　その他流動負債の増減額 465 △152

　　　その他固定負債の増減額 △1,685 △219

　　　　小計 △47,661 △19,280

　　　利息及び配当金の受取額 257 276

　　　利息の支払額 △2,583 △3,462

　　　法人税等の支払額 △10,352 △10,840

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー △60,339 △33,306
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　投資有価証券の払戻による収入 ― 308

　　　投資有価証券の売却による収入 552 0

　　　有形固定資産の取得による支出 △685 △314

　　　有形固定資産の売却による収入 133 125

　　　無形固定資産の取得による支出 △80 △56

　　　出資金の返戻による収入 28 ―

　　　事業譲渡による収入 ※２ 9,780 ―

　　　連結子会社株式の追加取得による支出 △377 △862

　　　関係会社株式の取得による支出 ※３ △924 △3,079

　　　出資による支出 △29 △9

　　　貸付による支出 △4,666 △3,004

　　　貸付金の回収による収入 4,128 4,009

　　　定期性預金の預入による支出 △111 △13

　　　定期性預金の払出による収入 611 100

　　　その他投資の増減額 △4 △17

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー 8,355 △2,813

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入による収入 120,302 100,736

　　　短期借入の返済による支出 △82,964 △109,619

　　　長期借入による収入 74,368 107,574

      長期借入の返済による支出 △68,587 △58,108

　　　コマーシャル・ペーパーの発行による収入 28,200 49,000

　　　コマーシャル・ぺーパーの償還による支出 △18,200 △54,000

　　　社債発行による収入 16,410 18,880

　　　社債の償還による支出 △10,325 △12,530

　　　新株式発行による収入 48 19

　　　自己株式の売却による収入 203 0

　　　自己株式の取得による支出 △0 △2,796

　　　連結子会社の自己株式の取得による支出 △31 ―

　　　配当金の支払額 △1,090 △1,301

　　　少数株主への株式の発行による収入 10 ―

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 58,342 37,855

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 6,358 1,734

Ⅴ　連結範囲の変更による現金及び
　　現金同等物の受入

618 ―

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 31,995 38,972

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 38,972 40,707
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　　　　　　　　　41社

主要な連結子会社の名称

　「第１ 企業の概況　４関係会社の状況」に記載し

ているため省略しております。

㈱ルームピア、㈲オフェーリア・キャピタル・パー

トナーズ、㈲アンタレス・プロパティー、㈲ケンタ

ウルス・プロパティー、㈲ベテルギウス・プロパ

ティー、㈲デルタ・プロパティー、㈲レグルス・プ

ロパティー、㈲シリウス・プロパティー、合同会社

ペルセウス・プロパティー二号、㈲ジュリエット・

キャピタル・パートナーズ、京都駅南開発特定目的

会社、合同会社フォーチュンキャピタルパートナー

ズ、合同会社ローズ・プロパティーは新規に設立し

連結子会社となりました。

　また、㈲カシオペア・プロパティー、㈲フリー・バ

レー・キャピタル・パートナーズ、㈲フラックステ

ン・キャピタル・パートナーズは、子会社から除外

する要件を満たさなくなったため、連結子会社とな

りました。（新規　16社）

１　連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　　　　　　　　　50社

主要な連結子会社の名称

　「第１ 企業の概況　４関係会社の状況」に記載し

ているため省略しております。

㈱ジョイント・モールマネジメント、合同会社サザ

ンクロス・プロパティー三号、リンクス・プロパ

ティー㈱、カリナ・プロパティー㈱、ケートス・プ

ロパティー㈱、ミザール・プロパティー㈱、合同会

社ムスカ・プロパティー、合同会社ペルセウス・プ

ロパティー三号、京都南町プラザ㈱は新規に設立し

連結子会社となりました。

　㈱宜野湾ホテル開発、日本開発㈱は、株式取得によ

り連結子会社となりました。

　また、㈱ＫＪライフクリエイトは、株式を追加取得

し持分法適用会社より、連結子会社となりました。

（新規　12社）

　なお、㈱ジョイント・メンテナンスは㈱Ｊ・ＣＯ

ＭＳとの合併において、また㈱エルテックホームは

㈱エルカクエイとの合併において消滅会社となり

ました。

　また、㈲デルタ・プロパティーは、全株式を売却し

たため連結子会社から外れました。（除外　３社）

 

主要な非連結子会社の名称

　非連結子会社は、存在しておりません。

主要な非連結子会社の名称

　非連結子会社は、存在しておりません。

２　持分法の適用に関する事項

すべての関連会社に持分法を適用しております。

持分法適用会社の数　　5社

持分法適用会社の名称

　　　「第１ 企業の概況　４関係会社の状況」に記載して

いるため省略しております。

２　持分法の適用に関する事項

すべての関連会社に持分法を適用しております。

持分法適用会社の数　　　６社

持分法適用会社の名称

　　　「第１ 企業の概況　４関係会社の状況」に記載して

いるため省略しております。

 　㈱ＫＪライフクリエイトは株式取得により持分

法適用会社となりました。㈲リゲル・プロパ

ティー、㈲スピカ・プロパティー、㈲アンドロメダ

・プロパティーは新規に設立し持分法適用会社と

なりました。（新規　４社）

　　　㈲ローレル・プロパティーは、新規に設立し持分法

適用会社となりました。

　また、㈱横浜フードランドは、日本開発㈱の関係会

社であり同社の株式取得により、持分法適用会社と

なりました。（新規　２社）

　なお、㈱ＫＪライフクリエイトは、株式の追加取得

により持分法適用会社より、連結子会社となりまし

た。（除外　１社）

 

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、㈲デネブ・プロパティー、㈲サ

ザンクロス・プロパティー、㈲シリウス・プロパ

ティー、合同会社ローズ・プロパティーの決算日は

平成18年12月31日であり、㈲サターン・キャピタル

・パートナーズ、㈲ネプチューン・キャピタル・

パートナーズ、㈲ヴェガ・プロパティー、㈲ウラヌ

ス・キャピタル・パートナーズ、㈲マーズ・キャピ

タル・パートナーズ、㈲オフェーリア・キャピタル

・パートナーズ、㈲ジュリエッ

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、㈲デネブ・プロパティー、㈲サ

ザンクロス・プロパティー、㈲シリウス・プロパ

ティー、合同会社ローズ・プロパティーの決算日は

平成19年12月31日であり、㈲サターン・キャピタル

・パートナーズ、㈲ネプチューン・キャピタル・

パートナーズ、㈲ヴェガ・プロパティー、㈲ウラヌ

ス・キャピタル・パートナーズ、㈲マーズ・キャピ

タル・パートナーズ、㈲オフェーリア・キャピタル

・パートナーズ、㈲ジュリエッ
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

ト・キャピタル・パートナーズ、㈲フリー・バレー

・キャピタル・パートナーズの決算日は平成19年

１月31日であり、㈱朝見工務店、㈲キャンサー・プ

ロパティー、㈲ヴァルゴ・プロパティー、㈲プロキ

オン・プロパティーの決算日は平成19年２月28日

であります。

　なお、㈲タウルス・プロパティーの決算日は平成

18年４月30日であり、㈲フラックステン・キャピタ

ル・パートナーズの決算日は平成18年５月31日で

あり、合同会社ペルセウス・プロパティー二号の決

算日は平成18年６月30日であり、㈲フェニックス・

プロパティー、㈲海浜幕張駅前開発、㈲ケンタウル

ス・プロパティー、㈲ベテルギウス・プロパ

ティー、㈲デルタ・プロパティー、京都駅南開発特

定目的会社、㈲カシオペア・プロパティーの決算日

は平成18年７月31日であり、合同会社フォーチュン

キャピタルパートナーズの決算日は平成18年８月

31日であり、㈲レグルス・プロパティーの決算日は

平成18年10月31日であり、ジュピター・キャピタル

・パートナーズ特定目的会社の決算日は平成18年

11月30日であり、仮決算を実施し連結財務諸表を作

成しております。

　連結財務諸表の作成にあたっては、各社の直近の

決算日現在の財務諸表を使用しておりますが、連結

決算日との間に生じた重要な取引につきましては、

連結上必要な調整を行っております。

　他の連結子会社の決算日は、すべて連結決算日と

一致しております。

 

４　会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　　　　その他有価証券

　　　　　時価のあるもの

　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法

　　　　　　　(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により算定）

ト・キャピタル・パートナーズ、㈲フリー・バレー

・キャピタル・パートナーズの決算日は平成20年

１月31日であり、㈱朝見工務店、㈲キャンサー・プ

ロパティー、㈲ヴァルゴ・プロパティー、㈲プロキ

オン・プロパティーの決算日は平成20年２月29日

であります。

　なお、㈲タウルス・プロパティーの決算日は平成

19年４月30日であり、㈲フラックステン・キャピタ

ル・パートナーズの決算日は平成19年５月31日で

あり、合同会社ペルセウス・プロパティー二号、合

同会社ペルセウス・プロパティー三号、合同会社サ

ザンクロス・プロパティー三号の決算日は平成19

年６月30日であり、㈲フェニックス・プロパ

ティー、㈲海浜幕張駅前開発、㈲ケンタウルス・プ

ロパティー、㈲ベテルギウス・プロパティー、京都

駅南開発特定目的会社、㈲カシオペア・プロパ

ティーの決算日は平成19年７月31日であり、合同会

社フォーチュンキャピタルパートナーズ、リンクス

・プロパティー㈱、カリナ・プロパティー㈱、京都

南町プラザ㈱の決算日は平成19年８月31日であり、

㈲レグルス・プロパティー、ケートス・プロパ

ティー㈱、ミザール・プロパティー㈱の決算日は平

成19年10月31日であり、ジュピター・キャピタル・

パートナーズ特定目的会社の決算日は平成19年11

月30日であり、仮決算を実施し連結財務諸表を作成

しております。

　連結財務諸表の作成にあたっては、各社の直近の

決算日現在の財務諸表を使用しておりますが、連結

決算日との間に生じた重要な取引につきましては、

連結上必要な調整を行っております。

　他の連結子会社の決算日は、すべて連結決算日と

一致しております。

４　会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　　　　その他有価証券

　　　　　時価のあるもの

　　　　　　同左

　　　　　時価のないもの

　　　　　　移動平均法による原価法

　　　　    ただし、匿名組合出資金については個別

　　　　　　法

　　　　　時価のないもの

　　　　　　匿名組合出資金は、純資産における持分

　　　　　相当額、その他は移動平均法による原価法

　　　　販売用不動産出資金等

　　　　　個別法による原価法

　　　　販売用不動産出資金等

　　　　　匿名組合出資金は、純資産における持分相

　　　　当額、その他は個別法による原価法

②　デリバティブ取引により生ずる債権及び債務

　　　　　時価法

②　デリバティブ取引により生ずる債権及び債務

　　　　　同左

③　たな卸資産

　　　　販売用不動産、仕掛不動産及び未成工事支出金

　　　　　個別法による原価法

③　たな卸資産

　　　　販売用不動産、仕掛不動産及び未成工事支出金

　　　　　同左
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

貯蔵品

　　　　　最終仕入原価法

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　　　　定率法

　　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した　建物

(建物附属設備を除く)については、定額法を

採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

　　　　　建物及び構築物　　５年～50年

　　　

　　　　　　　　――――――――

　　　　　　　　――――――――

 

②　無形固定資産

　　　　定額法

　　　　　ただし、ソフトウェア(自社利用分)につい

　ては、社内における利用可能期間(５年)に

　基づく定額法を採用しております。

貯蔵品

　　　　　同左

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　　　　定率法

　　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した　建物

(建物附属設備を除く)については、定額法を

採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

　　　　　 建物及び構築物　　５年～50年

　（会計方針の変更）

  当連結会計年度から法人税法の改正に伴い、平

成19年４月１日以降取得の固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。

 なお、これによる損益への影響は軽微でありま

す。

　また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。

　（追加情報）

  当社及び連結子会社は、法人税法改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上しております。

  なお、これによる損益への影響は軽微でありま

す。

  また、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。

②　無形固定資産

　　　　　同左

(3) 重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

　　　株式交付費

　　　  支出時に全額費用として処理しております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

　　　　　同左

　　　株式交付費

          同左

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　　　　　売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については、個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　　　　　同左

②　賞与引当金

　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。

②　賞与引当金

　　　　　同左
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　　③　役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づき計上しております。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17年11

月29日　企業会計基準第4号）を適用しており

ます。これにより、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益が、それぞれ180百万円

減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。

④　退職給付引当金

　　　　　一部の連結子会社は従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき当連結会計

年度末において発生していると認められる額

を計上しております。

　(5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

　　③　役員賞与引当金

　同左

　　　――――――――

 

④　退職給付引当金

　　　　　同左

 

(5) 重要なリース取引の処理方法

　同左

　(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　　　　繰延ヘッジ処理によっております。

　　　　　金利スワップについては、特例処理の要件を満た

すものについては、特例処理を採用しており

ます。

　(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　　　　　同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　ヘッジ手段

　　　　　デリバティブ取引(金利スワップ取引)

　　　　ヘッジ対象

　　　　　キャッシュ・フローが固定されその変動が

　　　　回避されるもの及び相場変動等による損失の

　　　　可能性があり、相場変動等が評価に反映され

　　　　ていないもの

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　ヘッジ手段

　　　　　同左

　　　　ヘッジ対象

　　　　　同左

③　ヘッジ方針

当社グループは、借入金の金利変動リスク

の低減並びに金融収支改善のため、対象債務

の範囲内でヘッジを行っております。

③　ヘッジ方針

　　　　　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計ま

たは相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計または相場変動を比較し、両

者の変動額等を基礎にしてヘッジ有効性を評

価しております。

　　　　　ただし、特例処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価は省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　同左

　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)
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　(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

　　　　消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控

除対象外消費税等については、販売費及び一般

管理費に計上しております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

同左

 

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。
同左

６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項 ６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　　　のれんは、５年間で均等償却しております。 同左

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

　　　手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日または償還日が到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短期的な投資でありま

す。

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　　　 同左
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会計処理の変更

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適

用指針第8号)を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　これまでの資本の部の合計額に相当する金額は

73,996百万円であります。

　なお、当連結会計年度における貸借対照表の純資産の

部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

      

                ――――――――

 

(企業結合に係る会計基準等)

　当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成

17年12月27日　企業会計基準第7号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会　最終改正平成18年12月22日　企

業会計基準適用指針第10号）を適用しております。

 

                 ――――――――

 

　

表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(連結貸借対照表)

　前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲

記していたもの及び無形固定資産の「その他」に含め

て表示していた「営業権」は、当連結会計年度から

「のれん」と表示しております。

　前連結会計年度において、無形固定資産の「その他」

に含めていた「営業権」は18百万円であります。

                  ――――――――

 

(連結キャッシュ・フロー計算書)

  前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」

及び「営業権償却額」として掲記していたものは、当

連結会計年度から「のれん償却額」と表示しておりま

す。

                  ――――――――
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追加情報

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(所有目的の変更)

  所有目的の変更により、販売用不動産から土地へ4百

万円振替えております。　

(所有目的の変更)

  所有目的の変更により、たな卸資産から建物へ6,110

百万円、土地へ6,109百万円、建設仮勘定へ890百万円、

無形固定資産（借地権）へ769百万円振替えておりま

す。
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務
　　(1) 担保に供している資産

現金及び預金 686百万円
たな卸資産 112,569百万円
販売用不動産出資金等 27百万円
建物及び構築物 690百万円
土地 1,144百万円
計 115,118百万円

　　(2) 上記に対応する債務
短期借入金 52,165百万円
長期借入金 42,640百万円
長期未払金 3,182百万円
社債に対する銀行保証 5,040百万円
計 103,028百万円

　

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務
　　(1) 担保に供している資産

現金及び預金 583百万円
たな卸資産 99,545百万円
建物及び構築物 4,793百万円
土地 6,173百万円
建設仮勘定 890百万円
計 111,985百万円

　　(2) 上記に対応する債務
短期借入金 34,807百万円
長期借入金 72,483百万円
長期未払金 2,855百万円
社債に対する銀行保証 2,190百万円
計 112,336百万円

２　偶発債務(保証債務)

　（1）当社及び連結子会社の顧客の住宅ローンに関し

 て抵当権設定登記完了までの間、金融機関等に対

 して連帯債務保証を行っております。

 一般顧客 5,844百万円

２　偶発債務(保証債務)

　（1）当社及び連結子会社の顧客の住宅ローンに関し

 て抵当権設定登記完了までの間、金融機関等に対

 して連帯債務保証を行っております。

 一般顧客 3,432百万円

　（2）下記の関係会社の金融機関からの借入金に対し

　て次の債務保証を行っております。

　武蔵小杉開発特定目的会社　　 　　3,270百万円

　（3）　　　　　　

　　　　　　　　――――――――

 

※３　当社は、販売用不動産取得資金の効率的な調達を行

うため取引金融機関とコミットメントライン契約を

締結しております。
コミットメントライン契約の
総額

18,500百万円

当連結会計年度末残高 5,421百万円
　

　（2）下記の関係会社の金融機関からの借入金に対し

　て次の債務保証を行っております。

　武蔵小杉開発特定目的会社　　 　  3,600百万円

　 (3) 連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金

  に対して次の債務保証を行っております。

  ル・グランシェルビルディング㈱　　 750百万円

 

※３　当社は、販売用不動産取得資金の効率的な調達を行

うため取引金融機関とコミットメントライン契約を

締結しております。
コミットメントライン契約の
総額

20,700百万円

当連結会計年度末残高 75百万円

※４　販売用不動産出資金等

　　　特別目的会社(SPC)を活用した不動産開発物件につい

て、開発完了後当該特別目的会社のエクイティ(優先

出資証券等)を販売することを目的としたものであ

ります。

内訳は以下のとおりです。

優先出資 853百万円

匿名組合出資

特別目的会社設立準備出資

459百万円

21百万円

※４　販売用不動産出資金等

　　　特別目的会社(SPC)を活用した不動産開発物件につい

て、開発完了後当該特別目的会社のエクイティ(優先

出資証券等)を販売することを目的としたものであ

ります。

内訳は以下のとおりです。

優先出資 281百万円

匿名組合出資

特別目的会社設立準備出資

620百万円

205百万円

 

※５　共同事業出資金

　「共同事業出資金」とは、共同事業契約に基づく共

同事業遂行を目的としたものであります。　

 

※５　

             ――――――――

 

　

前連結会計年度

(平成19年３月31日)

当連結会計年度

(平成20年３月31日)
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※６　のれん及び負ののれんの表示

　のれんと負ののれんは相殺表示してあります。

のれん 77百万円

負ののれん 35百万円

相殺後ののれん 41百万円

 

※７　関連会社に対するものは、次のとおりです。

　　　　投資有価証券(株式)　　      826百万円

　

※８　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が、当連結会

計年度末残高に含まれております。

　　　　支払手形　　　　　　　      759百万円

 

※６　のれん及び負ののれんの表示

　のれんと負ののれんは相殺表示してあります。

のれん 211百万円

負ののれん 165百万円

相殺後ののれん 45百万円

 

※７　関連会社に対するものは、次のとおりです。

　　　　投資有価証券(株式)　　       11百万円

　

※８　

             ――――――――

　

(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　固定資産除売却損　　　　　　　　　 

建物及び構築物 15百万円

その他 7百万円

※２　固定資産売却益

賃貸用不動産 25百万円

その他 2百万円

※１　固定資産除売却損　　　　　　　　　 

建物及び構築物 34百万円

その他 27百万円

※２　固定資産売却益

賃貸用不動産 15百万円

その他 21百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 43,812,400 35,800 ― 43,848,200
　

(注)　普通株式数の増加は新株予約権の権利行使による新株の発行による増加です。 

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 186,756 185 184,200 2,741
　

(注) １.　普通株式の自己株式数の増加185株は、単元未満株式の買取による増加です。

　　 ２． 普通株式の自己株式の株式数の減少184,200株は、新株予約権の権利行使による減少です。

　
　
３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月24日
定時株主総会

普通株式 545 12.5平成18年３月31日 平成18年６月27日

平成18年11月７日
取締役会

普通株式 547 12.5平成18年９月30日 平成18年12月１日

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 657 15.0平成19年３月31日 平成19年６月26日
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 43,848,200 21,000 ― 43,869,200
　

(注)　普通株式数の増加は新株予約権の権利行使による新株の発行による増加です。 

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 2,741 1,000,207 1,000 1,001,948
　

(注) １.　普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取207株及び市場買付1,000,000株による増加

　　　　　です。

　　 ２． 普通株式の自己株式の株式数の減少1,000株は、新株予約権の権利行使による減少です。

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月23日
定時株主総会

普通株式 657 15.0平成19年３月31日 平成19年６月26日

平成19年11月７日
取締役会

普通株式 642 15.0平成19年９月30日 平成19年11月30日

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月21日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 643 15.0平成20年３月31日 平成20年６月24日

　

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金 39,107百万円

計
預入期間が３か月を超える
定期預金

39,107百万円

△135百万円

現金及び現金同等額 38,972百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金 40,755百万円

計
預入期間が３か月を超える
定期預金

40,755百万円

△48百万円

現金及び現金同等額 40,707百万円

※２ 事業譲渡により増加又は減少した資産及び負債の
主な内訳
株式会社エルカクエイ(平成18年11月１日現在）

流動資産 8,014百万円
固定資産 1百万円

資産合計 8,015百万円
流動負債 193百万円
固定負債 69百万円

負債合計 263百万円
事業譲渡益 2,028百万円

事業譲渡による収入 9,780百万円

※２ 
　　　　　　　　――――――――
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

EDINET提出書類

株式会社ジョイント・コーポレーション(E03974)

有価証券報告書

 70/121



※３
　　　　　　　――――――――

 

※３ 株式の追加取得により新たに連結子会社となった
会社の資産及び負債の主な内訳 
　株式の取得により新たにを連結したことに伴う連
結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価
額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおり
であります。　　　　　

　　宜野湾ホテル開発株式会社(平成19年４月１日現在)　　
　　　

流動資産 2,313百万円

固定資産 74百万円

のれん 71百万円

流動負債 △473百万円

固定負債 △1,550百万円

少数株主持分 △36百万円

株式の取得価額 400百万円

現金及び現金同等物 △0百万円

差引　取得のための支出 399百万円

　　　　　　
　　株式会社ＫＪライフクリエイト
　　　　　　　　　　　　(平成19年10月１日現在)　　　　　

流動資産 517百万円

固定資産 5,680百万円

のれん 115百万円

流動負債 △439百万円

固定負債 △3,345百万円

少数株主持分 △1,275百万円

株式の取得価額 1,254百万円

支配獲得前の既取得持分 △660百万円

当連結会計年度の取得価額 594百万円

現金及び現金同等物 △182百万円

差引　取得のための支出 412百万円

　　　　　　
　　日本開発株式会社(平成19年10月１日現在)　　　　　

流動資産 953百万円

固定資産 3,705百万円

流動負債 △411百万円

固定負債 △1,732百万円

負ののれん △18百万円

株式の取得価額 2,496百万円

現金及び現金同等物 △228百万円

差引　取得のための支出 2,267百万円
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引に係る注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引に係る注記

(借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

(借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産
(その他)

119 53 66

無形固定資産
(ソフトウエア)

92 39 52

計 211 92 119

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産
(その他)

315 155 159

無形固定資産
(ソフトウエア)

63 40 22

計 378 196 182

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 39百万円

１年超 63百万円

　計 102百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 112百万円

１年超 76百万円

　計 189百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 34百万円

減価償却費相当額 33百万円

支払利息相当額 1百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 105百万円

減価償却費相当額 99百万円

支払利息相当額 4百万円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　減価償却費相当額の算定方法

　　・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　減価償却費相当額の算定方法

同左

　　　利息相当額の算定方法

　　・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法は、利息

法によっております。

　　利息相当額の算定方法

同左
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(有価証券関係)

１．その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

区　分

前連結会計年度
(平成19年３月31日現在)

当連結会計年度
(平成20年３月31日現在)

取得原価

連結決算日に
おける

連結貸借対照表
計上額

差　額 取得原価

連結決算日に
おける

連結貸借対照表
計上額

差　額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

　株　式 － － － 5 9 3

　その他 2,856 3,515 659 － － －

小　計 2,856 3,515 659 5 9 3

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

　株　式 － － － 0 0 △0

　その他 － － － 2,856 1,517△1,338

小　計 － － － 2,856 1,518△1,338

合　計 2,856 3,515 659 2,862 1,527△1,334

　

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

区　分
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

売却額（百万円） 552 0

売却益の合計額（百万円） 29 ―

売却損の合計額（百万円） ― 0

　

３．時価評価されていない有価証券

(単位：百万円)

区　分

前連結会計年度
(平成19年３月31日現在)

当連結会計年度
(平成20年３月31日現在)

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額

(その他有価証券)

　非上場株式 45 39

　匿名組合出資金 853 409

　販売用不動産出資金等 1,335 1,107

合　計 2,234 1,556
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(デリバティブ取引関係)
　
１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(1) 取引の内容・取引の利用目的

　　当社は、借入金について、将来の金利上昇が支払利息に

及ぼす影響を一定の範囲に限定する目的で、金利ス

ワップ取引を利用しております。

(1) 取引の内容・取引の利用目的

同左

(2) 取引に対する取組方針

　　当社は、金利変動リスクを回避する目的でデリバティ

ブ取引を利用しているのみであり、投機目的のデリバ

ティブ取引は行わない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引に係るリスクの内容

　　当社は変動金利を固定金利に変換する金利スワップ取

引をしているものであり、固定化した金利以上のリス

クは被らないものであります。また、取引の契約先は、

信用度の高い金融機関とのみ取引を行っており、信用

リスクはないと判断しております。

(3) 取引に係るリスクの内容

同左

(4) 取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引は、稟議決裁で承認された取引内容、

限度額等に基づき、財務部で実行及び管理を行ってお

り、その取引結果は、定時取締役会の報告事項となって

おります。

(4) 取引に係るリスク管理体制

同左

(5) その他

　　「取引の時価等に関する事項」における想定元本は、

この金額自体が、デリバティブ取引に係る市場リスク

量を示すものではありません。

(5) その他

同左

　

２　取引の時価等に関する事項

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　　前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年３月31日)

　　　　当社が行っているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されておりますので、記載
　　　の対象から除いております。

　

　　当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年３月31日)

　　　　当社が行っているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されておりますので、記載
　　　の対象から除いております。
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(退職給付関係)
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

      当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

      連結子会社は、確定給付型の制度として、適格年金

制度及び退職一時金制度を採用しております。

　　　なお、連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡

便法を採用しております。

１　採用している退職給付制度の概要

　　　　同左

２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 376百万円

②　年金資産 273百万円

③　退職給付引当金 103百万円

２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 242百万円

②　年金資産 137百万円

③　退職給付引当金 105百万円

３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 69百万円

確定拠出年金に係る要拠出額 29百万円

退職給付費用 99百万円

３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 62百万円

確定拠出年金に係る要拠出額 39百万円

退職給付費用 102百万円

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　　連結子会社は、退職給付費用の算定にあたり、簡便法

を採用しておりますので、基礎率等については記載

しておりません。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　　　同左
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(ストック・オプション等関係)

　　前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年３月31日)

ストック・オプションの内容、規模及び変動状況

（1）ストック・オプションの内容

第１回新株予約権

会社名 　　提出会社

決議年月日 　　平成14年６月26日

付与対象者の区分及び人数
（名）

当社取締役　７名

当社監査役　４名

当社子会社取締役　７名

当社使用人　82名　　　　　　　　　　　　　　　　　

株式の種類及び付与数
（株）

　普通株式　209,700

付与日 　平成14年８月９日

権利確定条件

　　　付与日（平成14年８月９日）から権利確定日（平成16年６月30日）において、当

社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役、従業員の何れかの地位を保有

している場合に限る。ただし、当社または子会社の都合で他社に転籍した場合及

び当社または当社の子会社を退任あるいは退職した場合は退任・退職後も権利

行使することを認める。

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 　平成16年７月１日　～　平成19年６月30日

第２回新株予約権

会社名 　　提出会社

決議年月日 　　平成15年６月24日

付与対象者の区分及び人数
（名）

　　当社取締役　６名

当社監査役　４名

当社子会社取締役　23名

当社使用人　98名　　　　　　　　　　　　　　　　　

株式の種類及び付与数
（株）

　普通株式　282,100

付与日 　平成15年８月７日

権利確定条件

　　　付与日（平成15年８月７日）から権利確定日（平成16年６月30日）において、当

社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役、従業員の何れかの地位を保有

している場合に限る。

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 　平成16年７月１日　～　平成20年６月30日

第３回新株予約権

会社名 　　提出会社

決議年月日 　　平成16年６月24日

付与対象者の区分及び人数
（名）

　　当社取締役　６名

当社監査役　４名

当社子会社取締役　９名

当社使用人　33名　　　　　　　　　　　　　　　　　

株式の種類及び付与数
（株）

　普通株式　191,000

付与日 　平成16年８月５日

権利確定条件

　　　付与日（平成16年８月５日）から権利確定日（平成17年６月30日）において、当

社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役、従業員の何れかの地位を保有

している場合に限る。

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 　平成17年７月１日　～　平成20年６月30日
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（2）ストック・オプションの規模及び変動状況

　①　ストック・オプションの数

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成14年６月26日 平成15年６月24日 平成16年６月24日

権利確定前

　期首（株） ― ― ―

　付与（株） ― ― ―

　失効（株） ― ― ―

　権利確定（株） ― ― ―

　未確定残（株） ― ― ―

権利確定後

　期首（株） 16,200 35,400 291,400

　権利確定（株） ― ― ―

　権利行使（株） 6,000 22,800 191,200

　失効（株） ― ― 21,400

　未行使残（株） 10,200 12,600 78,800

(注） 上記表に記載された株式数は、平成18年１月５日付株式分割（１株につき２株）による分割後の株式数

　　に換算して記載しております。　

　②　単価情報

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成14年６月26日 平成15年６月24日 平成16年６月24日

権利行使価格（円） 816 497 1,205

行使時平均株価
（円）

3,730 3,707 4,103

付与日における公正
な評価単価(円）

― ― ―

(注） 権利行使価格については、平成18年１月５日付株式分割（１株につき２株）の調整後の１株当たり価格

　　を記載しております。 
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　　当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年３月31日)

ストック・オプションの内容、規模及び変動状況

（1）ストック・オプションの内容

第１回新株予約権

会社名 　　提出会社

決議年月日 　　平成14年６月26日

付与対象者の区分及び人数
（名）

当社取締役　７名

当社監査役　４名

当社子会社取締役　７名

当社使用人　82名　　　　　　　　　　　　　　　　　

株式の種類及び付与数
（株）

　普通株式　209,700

付与日 　平成14年８月９日

権利確定条件

　　　付与日（平成14年８月９日）から権利確定日（平成16年６月30日）において、当

社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役、従業員の何れかの地位を保有

している場合に限る。ただし、当社または子会社の都合で他社に転籍した場合及

び当社または当社の子会社を退任あるいは退職した場合は退任・退職後も権利

行使することを認める。

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 　平成16年７月１日　～　平成19年６月30日

第２回新株予約権

会社名 　　提出会社

決議年月日 　　平成15年６月24日

付与対象者の区分及び人数
（名）

　　当社取締役　６名

当社監査役　４名

当社子会社取締役　23名

当社使用人　98名　　　　　　　　　　　　　　　　　

株式の種類及び付与数
（株）

　普通株式　282,100

付与日 　平成15年８月７日

権利確定条件

　　　付与日（平成15年８月７日）から権利確定日（平成16年６月30日）において、当

社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役、従業員の何れかの地位を保有

している場合に限る。

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 　平成16年７月１日　～　平成20年６月30日

第３回新株予約権

会社名 　　提出会社

決議年月日 　　平成16年６月24日

付与対象者の区分及び人数
（名）

　　当社取締役　６名

当社監査役　４名

当社子会社取締役　９名

当社使用人　33名　　　　　　　　　　　　　　　　　

株式の種類及び付与数
（株）

　普通株式　191,000

付与日 　平成16年８月５日

権利確定条件

　　　付与日（平成16年８月５日）から権利確定日（平成17年６月30日）において、当

社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役、従業員の何れかの地位を保有

している場合に限る。

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 　平成17年７月１日　～　平成20年６月30日
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（2）ストック・オプションの規模及び変動状況

　①　ストック・オプションの数

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成14年６月26日 平成15年６月24日 平成16年６月24日

権利確定前

　期首（株） ― ― ―

　付与（株） ― ― ―

　失効（株） ― ― ―

　権利確定（株） ― ― ―

　未確定残（株） ― ― ―

権利確定後

　期首（株） 10,200 12,600 78,800

　権利確定（株） ― ― ―

　権利行使（株） 10,200 2,800 9,000

　失効（株） ― ― 800

　未行使残（株） 0 9,800 69,000

　

　②　単価情報

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成14年６月26日 平成15年６月24日 平成16年６月24日

権利行使価格（円） 816 497 1,205

行使時平均株価
（円）

4,112 3,359 3,486

付与日における公正
な評価単価(円）

― ― ―
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(税効果会計関係)

　

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　　（繰延税金資産）

　　①　流動資産

未払事業税損金不算入 521百万円

たな卸資産評価損損金不算入 518百万円

賞与引当金損金不算入 86百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 26百万円

その他 68百万円

繰延税金資産小計 1,220百万円

評価性引当額 △7百万円

繰延税金資産合計 1,213百万円

　　②　固定資産

固定資産評価損損金不算入 110百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 60百万円

退職給付引当金損金不算入 50百万円

その他 110百万円

小計 331百万円

評価性引当額 △53百万円

　　　　　差引
(繰延税金負債）
　その他有価証券評価差額金

278百万円

268百万円

　　繰延税金資産の純額 10百万円

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　　（繰延税金資産）

　　①　流動資産

未払事業税損金不算入 623百万円

たな卸資産評価損損金不算入 4,472百万円

賞与引当金損金不算入 74百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 26百万円

その他 697百万円

繰延税金資産小計 5,893百万円

評価性引当額 △30百万円

繰延税金資産合計 5,862百万円

　　②　固定資産

固定資産評価損損金不算入 769百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 111百万円

退職給付引当金損金不算入 40百万円

その他有価証券評価差額 542百万円

その他 211百万円

繰延税金資産小計 1,676百万円

評価性引当額 △431百万円

　　　繰延税金資産合計 1,245百万円

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略してあります。

　　（繰延税金負債）

　　①  流動負債

匿名組合分配金 24百万円

その他 13百万円

　　　繰延税金負債合計
　　(その他流動負債)

37百万円

　　②  固定負債

全面時価評価法適用による
評価差額

2,688百万円

その他 4百万円

　　　繰延税金負債合計
　　(その他固定負債)

2,692百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

   　同左
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)　　　　　　　(単位：百万円)

不動産
流動化事業

不動産
分譲事業

不動産
賃貸事業

不動産
管理事業

その他の
事業

計
消去
又は全社

連結

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

75,93076,2938,1544,0284,120168,526 － 168,526

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

113 0 119 353 378 965 (965) －

計 76,04376,2938,2734,3824,498169,491(965)168,526

営業費用 58,86269,9867,4994,2293,850144,428 54 144,482

営業利益 17,1806,307 773 152 648 25,063(1,019)24,043

Ⅱ　資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 122,665143,4728,1572,1594,830281,28510,532291,817

減価償却費 8 21 134 19 55 239 70 310

資本的支出 328 243 79 19 53 725 40 765

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品

(1) 不動産流動化事業・・・マンションや商業施設等の企画・開発・販売、不動産運用ファンドからのフィー

　　　　　　　　　　　　　・配当等

(2) 不動産分譲事業・・・・「アデニウム」、「エルフィーノ」等の分譲マンション販売等

(3) 不動産賃貸事業・・・・マンション、ビル等の賃貸及び転貸・賃貸斡旋・賃貸管理等

(4) 不動産管理事業・・・・マンション、ビル等の保守・維持・管理等

(5) その他の事業・・・・・建築工事請負、ホテル事業、不動産に特化した金融事業等

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なもの(1,043百万円)は、親会社本社の総

務部門等管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(10,532百万円)の主なものは、提出会社及び特定子会社に

おける余資運用資金(現金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。

　　 ５　会計方針の変更

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(4)③に記載のとおり、当連結会計年度より、「役員

賞与に関する会計基準」(企業会計基準第４号　平成17年11月29日)を適用しております。

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は180百万円増加し、営業

利益が同額減少しております。
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)　　　　　　　(単位：百万円)

不動産
流動化事業

不動産
分譲事業

不動産
賃貸事業

不動産
管理事業

その他の
事業

計
消去
又は全社

連結

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

116,02255,7238,4684,1183,452187,785 － 187,785

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

127 1 71 335 685 1,221(1,221) －

計 116,14955,7248,5404,4534,138189,007（1,221)187,785

営業費用 92,85652,5967,8544,2552,728160,290(61)160,229

営業利益 23,2933,128 685 197 1,41028,716(1,160)27,555

Ⅱ　資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 171,682133,84316,8981,90913,744338,0785,955344,033

減価償却費 19 160 107 14 60 363 52 416

資本的支出 6 134 185 5 2 334 36 371

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品

(1) 不動産流動化事業・・・マンションや商業施設等の企画・開発・販売、不動産運用ファンドからのフィー

　　　　　　　　　　　　　・配当等

(2) 不動産分譲事業・・・・「アデニウム」、「エルフィーノ」等の分譲マンション販売等

(3) 不動産賃貸事業・・・・マンション、ビル等の賃貸及び転貸・賃貸斡旋・賃貸管理等

(4) 不動産管理事業・・・・マンション、ビル等の保守・維持・管理等

(5) その他の事業・・・・・ホテル事業、不動産に特化した金融事業等

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なもの(1,191百万円)は、親会社本社の総

務部門等管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(5,955百万円)の主なものは、提出会社における余資運用資

金(現金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。

５　会計方針の変更

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（２）①（会計方針の変更）に記載のとおり、当連

結会計年度から法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降取得の固定資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更しております。

　なお、これによる損益への影響は軽微であります。

　また、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（２）①（追加情報）に記載のとおり、法人

税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価格との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

　なお、これによる損益への影響は軽微であります。

 

【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成19年４月

１日　至　平成20年３月31日)ともに全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合

計額に占める本邦の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略し

ております。

　

【海外売上高】

　前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成19年４月

１日　至　平成20年３月31日)ともに海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省

略しております。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

１ 子会社等
　

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会
社 ( 当
該関連
会社の
子会社
含む)

武蔵小杉
開発特定
目的会社

東京都
千代田
区

800 不動産販売 30.0 － －
債務保証
(注)1

3,270－ －

１ 取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１)   武蔵小杉開発特定目的会社の銀行借入及び特定社債につき、債務保証を行ったものであり、保証料等は受領し

ておりません。
２ 上記の取引金額には、消費税等は含まれておりません。

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)
　
１ 子会社等
　

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会
社 ( 当
該関連
会社の
子会社
含む)

武蔵小杉
開発特定
目的会社

東京都
千代田
区

800 不動産販売 30.0 － －
債務保証
(注)1

3,600－ －

１ 取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１)   武蔵小杉開発特定目的会社の銀行借入及び特定社債につき、債務保証を行ったものであり、保証料等は受領し

ておりません。
２ 上記の取引金額には、消費税等は含まれておりません。
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(企業結合等関係)

    前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

１．分離元企業の名称、分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離

　日及び法的形式を含む事業分離の概要

　(1)分離元企業の名称及び分離した事業の内容

　　　 株式会社エルカクエイ　　　不動産分譲事業の一部、その他の事業

　(2)分離先企業の名称

　　 　株式会社　風と大地　　　　

　(3)事業分離を行った主な理由

　　 　事業再編の一環

　(4)事業分離日

　　 　平成18年11月１日

　(5)法的形式を含む事業分離の概要

　　 　事業譲渡

２．事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称

　　不動産分譲事業　他

　

    当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　　　 １.㈱Ｊ・ＣＯＭＳは、平成19年７月１日付で(株)ジョイント・メンテナンスを吸収合併いたしました。

(1)結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日及び企業結合の法的形式

　　①結合当事企業の名称及び事業の内容

　　　  株式会社ジョイント・メンテナンス　　不動産管理事業

　　②企業結合を行った主な理由

　　　  事業再編の一環

　　③企業結合日

　　　  平成19年７月１日

　　④法的形式を含む企業結合の概要

　　　  吸収合併

(2)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額

　　①資産の額

　　　  流動資産　　　　　　　　　  477百万円

　　　  固定資産　　　　　　　　　   94百万円

　　　  資産合計　　　　　　　　　  572百万円

　　②負債の額

　　　  流動負債　　　　　　　　　  125百万円

　　　  固定負債　　　　　　　　　　 －百万円

　　　  負債合計　　　　　　　　　  125百万円

(3)権利義務の継承

   ㈱Ｊ・ＣＯＭＳは、合併期日における一切の資産、負債及び権利義務を(株)ジョイント・メンテナンス

 より引継ぐことといたします。
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　　　 ２.㈱エルカクエイは、平成19年10月１日付で(株)エルテックホームを吸収合併いたしました。

(1)結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日及び企業結合の法的形式

　　①結合当事企業の名称及び事業の内容

　　　  株式会社エルテックホーム　　その他の事業

　　②企業結合を行った主な理由

　　　  事業再編の一環

　　③企業結合日

　　　  平成19年10月１日

　　④法的形式を含む企業結合の概要

　　　  吸収合併

(2)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額

　　①資産の額

　　　  流動資産　　　　　　　　　  431百万円

　　　  固定資産　　　　　　　　　  　0百万円

　　　  資産合計　　　　　　　　　  432百万円

　　②負債の額

　　　  流動負債　　　　　　　　　   77百万円

　　　  固定負債　　　　　　　　　　 －百万円

　　　  負債合計　　　　　　　　　   77百万円

(3)権利義務の継承

   ㈱エルカクエイは、合併期日における一切の資産、負債及び権利義務を(株)エルテックホームより引継

 ぐことといたします。
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(１株当たり情報)
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　１株当たり純資産額 1,687円41銭　１株当たり純資産額 1,813円39銭

　１株当たり当期純利益 295円70銭　１株当たり当期純利益 210円60銭

　潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

294円67銭

(追加情報)

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第４号)が平成18年１月31日付で

改正されたことに伴い、当連結会計年度から繰延ヘッジ

損益(税効果調整後)の金額を普通株式に係る連結会計年

度末の純資産額に含めております。

　なお、前連結会計年度末において採用していた方法によ

り算定した当連結会計年度末の１株当たり純資産額は

1,687円67銭であります。
　

　潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

210円34銭

　　　　　　　　　――――――――
 
　

　
（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項　目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日至　平成19年３月31日)
当連結会計年度

(自　平成19年４月１日至　平成20年３月31日)
連結損益計算書上の当期純利益 12,934百万円 9,112百万円

普通株式に係る当期純利益 12,934百万円 9,112百万円

普通株式の期中平均株式数 43,743千株 43,269千株

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定に用いられた

普通株式増加数の主要な内訳

　新株予約権 151千株 53千株

普通株式増加数 151千株 53千株

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれ

なかった潜在株式の概要

2012年1月30日満期円貨建転換社債型  

 新株予約権付社債

2012年1月30日満期円貨建転換社債型  

 新株予約権付社債

   株式の種類　　　　 普通株式 　 株式の種類　　　　 普通株式

   額面総額　　　　　 11,000百万円    額面総額　　　　　 11,000百万円

　

(重要な後発事象)

　　　該当事項はありません。　　　
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

　

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

㈱ジョイント・
コーポレーション

第12回無担保社債
平成16年
12月10日

1,000　　　　― 0.89無担保
平成19年
12月10日

㈱ジョイント・
コーポレーション

第14回無担保社債
平成17年
３月24日

5,000　　　　― 1.59無担保
平成20年
３月24日

㈱ジョイント・
コーポレーション

第15回無担保社債
平成17年
９月30日

1,000　　　　― 0.80無担保
平成20年
３月５日

㈱ジョイント・
コーポレーション

第17回無担保社債
平成18年
２月28日

200
200
(200)

0.97無担保
平成20年
８月５日

㈱ジョイント・
コーポレーション

第18回無担保社債
平成18年
３月31日

1,430　　　　― 0.95無担保
平成20年
３月31日

㈱ジョイント・
コーポレーション

第19回無担保社債
平成18年
７月21日

1,000　　　　― 0.80無担保
平成20年
９月３日

㈱ジョイント・
コーポレーション

第20回無担保社債
平成18年
８月31日

910
910
(910)

1.03無担保
平成20年
７月31日

㈱ジョイント・
コーポレーション

第21回無担保社債
平成18年
12月26日

3,000　　　　― 1.75無担保
平成19年
12月26日

㈱ジョイント・
コーポレーション

第22回無担保社債
平成19年
７月27日

　　　　― 15,0002.43無担保
平成22年
７月27日

㈱ジョイント・
コーポレーション

第23回無担保社債
平成19年
12月10日

　　　　― 1,0001.93無担保
平成22年
12月10日

㈱ジョイント・
コーポレーション

第24回無担保社債
平成20年
１月10日

　　　　―
2,200
(2,200)

2.48無担保
平成21年
１月９日

㈱ジョイント・
コーポレーション

円貨建転換社債型
新株予約権付社債

平成19年
１月29日

11,000 11,000　― 無担保
平成24年
１月30日

㈱エルカクエイ 第１回無担保社債
平成19年
３月16日

500
400
(100)

1.34無担保
平成24年
３月16日

㈱エルカクエイ 第２回無担保社債
平成20年
３月24日

―　　
680
(44)

1.12無担保
平成23年
３月23日

合計 ― ― 25,040
31,390
(3,454)

　― ― ―

(注) １　「当期末残高」欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額であります。

２　新株予約権付社債の内容は以下のとおりであります。

発行すべき
株式の内容

新株予約
権の発行
価額

株式の
発行価格
（円）

発行価額
の総額
(百万円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(百万円)

新株予約
権の付与
割合(％)

新株予約権
の行使期間

代用払込
に関する
事項

㈱ジョイント・
コーポレーション
普通株式

無償 6,03011,000 ― 100

自　平成19年
　　２月13日
至　平成24年
　　１月16日

（注）

　　　（注）本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは、本社債の全額の償還に代えて当該本

　　新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなしております。

３　連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

3,454 144 16,691 11,100 ―　　　　
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【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 47,629 39,233 1.90 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 32,839 35,335 2.21 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

58,174 107,233 2.41平成21年～平成35年

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く)

― ― ― ―

その他の有利子負債
コマーシャル・ペーパー
（１年以内返済予定）

10,000 5,000 1.75 ―

合計 148,643 186,801 ― ―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりで

あります。

区分
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 52,236 7,046 1,335 19,011

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 ※１ 18,922 13,308

　２　販売用不動産 ※１ 36,454 25,361

　３　仕掛不動産 ※１ 95,067 127,579

　４　貯蔵品 2 8

　５　販売用不動産出資金等
※2・
5

3,305 6,427

　６　共同事業出資金 ※６ 1,200 ―

　７　前渡金 7,665 3,886

　８　前払費用 1,766 3,195

　９　繰延税金資産 724 3,686

　10　不動産流動化短期貸付金 ※２ 12,167 13,175

　11　短期貸付金 ※２ 6,031 6,097

　12　その他の流動資産 1,346 1,151

　　　貸倒引当金 △ 64 △70

　　　流動資産合計 184,58893.1 203,80788.9

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物 ※１ 447 4,029

　　　　減価償却累計額 149 297 168 3,861

　　(2) 構築物 9 9

　　　　減価償却累計額 1 7 3 6

　　(3) 船舶 － 210

　　　　減価償却累計額 － － 75 135

　　(4) 車両運搬具 32 34

　　　　減価償却累計額 18 13 23 10

　　(5) 工具、器具及び備品 137 162

　　　　減価償却累計額 88 48 97 65

　　(6) 土地 ※１ 491 4,728

　　(7) 建設仮勘定 ※１ 220 890

　　　有形固定資産合計 1,0790.5 9,6974.2

　２　無形固定資産

　　(1) ソフトウェア 135 130

　　(2) 電話加入権 17 17

　　(3) その他 0 7

　　　無形固定資産合計
 

153 0.1 155 0.1
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 4,279 1,840

　　(2) 関係会社株式 6,804 11,013

　　(3) 出資金 19 19

　　(4) 関係会社出資金 0 0

　　(5) 長期貸付金 973 209

　　(6) 長期前払費用 144 902

　　(7) 差入敷金保証金 358 349

　  (8) 繰延税金資産 41 1,433

　  (9) その他の投資 72 119

　　　　貸倒引当金 △148 △178

　　　投資その他の資産合計 12,5466.3 15,7096.8

　　　固定資産合計 13,7796.9 25,56211.1

　　　資産合計 198,367100.0 229,370100.0
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 5,199 6,271

　２　買掛金 7,499 8,679

　３　短期借入金
※1・
4

36,561 25,805

　４　一年以内返済予定の
　　　長期借入金

※１ 21,706 23,913

　５　一年以内償還予定の社債 ※１ 11,430 3,310

　６　コマーシャル・ペーパー 10,000 5,000

　７　未払金 1,193 1,749

　８　未払費用 209 286

　９　未払法人税等 3,832 4,038

　10　未払消費税等 － 187

　11　前受金 3,890 1,662

　12　預り金 395 1,861

　13　賞与引当金 93 93

　14　役員賞与引当金 180 125

　15　その他の流動負債 3 0

　　　流動負債合計 102,19651.5 82,98536.2

Ⅱ　固定負債

　１　社債 ※１ 2,110 16,000

　２　新株予約権付社債 11,000 11,000

　３　長期借入金 ※１ 29,381 67,220

　４　預り敷金・保証金 278 1,038

　５　その他の固定負債 66 326

　　　固定負債合計 42,83621.6 95,58541.7

　　　負債合計 145,03373.1 178,57077.9
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 15,8218.0 15,8316.9

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 15,588 15,598

　　(2) その他資本剰余金 219 219

　　　　資本剰余金合計 15,8088.0 15,8186.9

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 93 93

　　(2) その他利益剰余金

　　　　別途積立金 6,700 6,700

　　　　繰越利益剰余金 14,529 16,059

　　　　利益剰余金合計 21,32210.7 22,8529.9

　４　自己株式 △1 △0.0 △2,797△1.2

　　　株主資本合計 52,95026.7 51,70522.5

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

394 0.2 △796△0.3

　２　繰延ヘッジ損益 △11 △0.0 △108△0.1

　　　評価・換算差額等合計 383 0.2 △905△0.4

　　　純資産合計 53,33426.9 50,80022.1

　　　負債純資産合計 198,367100.0 229,370100.0
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② 【損益計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高

　１　不動産流動化事業収入 43,410 74,981

　２　不動産分譲事業収入 46,261 24,074

　３　その他事業収入 33 89,705100.0 653 99,709100.0

Ⅱ　売上原価

　１　不動産流動化事業原価 31,365 59,473

　２　不動産分譲原価 36,823 20,341

　３　その他事業原価 10 68,20076.0 25 79,84080.1

　　　売上総利益 21,50424.0 19,86819.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１　広告宣伝費 2,809 1,693

　２　販売手数料 522 426

　３　販売促進費 170 695

　４　役員報酬 121 222

　５　給与手当 1,331 1,805

　６　賞与引当金繰入額 117 111

　７　役員賞与引当金繰入額 180 125

　８　退職給付費用 29 39

　９　法定福利費 197 204

　10　福利厚生費 20 22

　11　通信費 22 42

　12　租税公課 605 456

　13　支払手数料 384 392

　14　減価償却費 73 154

　15　貸倒引当金繰入額 29 36

　16　その他 725 7,3438.2 790 7,2187.2

　　　営業利益 14,16115.8 12,64912.7

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 ※３ 172 295

　２　受取配当金 174 141

　３　金利スワップ評価益 39 ―

　４　その他 69 455 0.5 100 537 0.5

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 1,366 2,185

　２　支払手数料 496 709

　３　社債利息 － 430

　４　その他 408 2,2712.5 140 3,4653.4

　　　経常利益 12,34613.8 9,7229.8
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　 前事業年度
(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※１ 0 ―

　２　投資有価証券売却益 20 20 0.0 ― ― ―

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除売却損 ※２ 3 0

　２　関係会社株式評価損 － 2

　３　たな卸資産評価損 － 3 0.0 4,788 4,7924.9

　　　税引前当期純利益 12,36313.8 4,9294.9

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

5,464 5,576

　　　法人税等調整額 △332 5,1315.7 △3,477 2,0992.1

　　　当期純利益 7,2328.1 2,8302.8
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売上原価明細書

（イ）不動産流動化事業原価

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

科目
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

用地費 16,137 51.5 30,009 50.5

外注建築工事費 4,152 13.2 16,542 27.8

人件費 ※１ 14 0.0 ― ―

経　費 ※２ 558 1.8 907 1.5

購入不動産 10,501 33.5 12,014 20.2

不動産流動化事業原価 31,365100.0 59,473100.0

　
(注) １　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

２　購入不動産は、マンション等の仕入によるものであります。

　

（ロ）不動産分譲事業原価

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

科目
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

用地費 12,457 33.8 6,949 34.2

外注建築工事費 16,140 43.8 5,669 27.9

人件費 ※１ 26 0.1 ― ―

経　費 ※２ 318 0.9 3 0.0

購入不動産 7,880 21.4 7,719 37.9

不動産分譲事業原価 36,823100.0 20,341100.0

　

(注) １　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

２　購入不動産は、マンション等の仕入によるものであります。

　

（ハ）その他事業原価

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

科目
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

経　費 ※２ 10 100.0 25 100.0

その他事業原価 10 100.0 25 100.0
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資　本
準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別　途

積立金

繰越利益

剰余金

平成18年３月31日
残高(百万円)

15,80015,566 120 15,687 93 6,7008,49915,292△105 46,675

事業年度中の変動額

　新株の発行 21 21 － 21 － － － － － 43

　剰余金の配当
　　　　　　(注１)

－ － － － － － △1,092△1,092 － △1,092

　利益処分による
　役員賞与(注２)

－ － － － － － △110 △110 － △110

　当期純利益 － － － － － － 7,2327,232 － 7,232

　自己株式の取得 － － － － － － － － △0 △0

　自己株式の処分 － － 99 99 － － － － 104 203

　株主資本以外の
　項目の事業年度中
　の変動額(純額)

－ － － － － － － － － －

事業年度中の変動額
合計(百万円)

21 21 99 121 － － 6,0296,029 103 6,275

平成19年３月31日
残高(百万円)

15,82115,588 219 15,808 93 6,70014,52921,322 △1 52,950

　
　

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日
残高(百万円)

△28 － △28 46,646

事業年度中の変動額

　新株の発行 － － － 43

　剰余金の配当
　　　　　（注１）

－ － － △1,092

　利益処分による
　役員賞与(注２）

－ － － △110

　当期純利益 － － － 7,232

　自己株式の取得 － － － △0

　自己株式の処分 － － － 203

　株主資本以外の
　項目の事業年度中
　の変動額(純額)

423 △11 412 412

事業年度中の変動額
合計(百万円)

423 △11 412 6,687

平成19年３月31日
残高(百万円)

394 △11 383 53,334

　(注１)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目△545百万円を含んでおります。
　(注２)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

平成19年３月31日
残高(百万円)

15,82115,588 219 15,808 93 6,70014,52921,322 △1 52,950

事業年度中の変動額

　新株の発行 9 9 ― 9 ― ― ― ― ― 19

　剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― △1,300△1,300 ― △1,300

　当期純利益 ― ― ― ― ― ― 2,8302,830 ― 2,830

　自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― △2,796△2,796

　自己株式の処分 ― ― 0 0 ― ― ― ― 0 0

　株主資本以外の
　項目の事業年度中
　の変動額(純額)

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額
合計(百万円)

9 9 0 9 ― ― 1,5301,530△2,795△1,245

平成20年３月31日
残高(百万円)

15,83115,598 219 15,818 93 6,70016,05922,852△2,79751,705

　
　

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日
残高(百万円)

394 △11 383 53,334

事業年度中の変動額

　新株の発行 ― ― ― 19

　剰余金の配当 ― ― ― △1,300

　当期純利益 ― ― ― 2,830

　自己株式の取得 ― ― ― △2,796

　自己株式の処分 ― ― ― 0

　株主資本以外の
　項目の事業年度中
　の変動額(純額)

△1,191 △97 △1,288 △1,288

事業年度中の変動額
合計(百万円)

△1,191 △97 △1,288 △2,534

平成20年３月31日
残高(百万円)

△796 △108 △905 50,800
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重要な会計方針

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

　　　移動平均法による原価法

その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法

 (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法により算定)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

　　　　同左

その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　同左

　

　　　時価のないもの

移動平均法による原価法

　　　  ただし、匿名組合出資金については個別法

　　　時価のないもの

匿名組合出資金は、純資産における持分相当

　　　額、その他は移動平均法による原価法

販売用不動産出資金等

　　個別法による原価法

販売用不動産出資金等

　　　匿名組合出資金は、純資産における持分相当

　　額、その他は個別法による原価法

２　デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務

の評価基準及び評価方法

　　時価法

２　デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務

の評価基準及び評価方法

    同左

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産及び仕掛不動産

　　　個別法による原価法

貯蔵品

　　　最終仕入原価法

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産及び仕掛不動産

同左

貯蔵品

同左

４　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

　　　定率法

　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した　建物(建

物附属設備を除く)については、定額法を採用し

ております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物　　５年～50年　

　　　　　――――――――

　　　　　――――――――

 

　(2) 無形固定資産　　　

　　　定額法　

４　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

　　  　定率法

　　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した　建物

(建物附属設備を除く)については、定額法を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

　建物及び構築物　　５年～50年　　

　　　　（会計方針の変更）

  当事業年度から法人税法の改正に伴い、平成

19年４月１日以降取得の固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。

　なお、これによる損益への影響は軽微であり

ます。

（追加情報）

  当社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。

  なお、これによる損益への影響は軽微であり

ます。　

 (2) 無形固定資産

　　　　同左

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　　　　ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法
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(3) 長期前払費用

　　　均等償却

(3) 長期前払費用

　　　　同左

５　繰延資産の処理方法

(1) 社債発行費

      支出時に全額費用として処理しております。

　(2) 株式交付費

　　　支出時に全額費用として処理しております。

５　繰延資産の処理方法

(1) 社債発行費

      　同左

　(2) 株式交付費

　　　　同左

６　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　　　 売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については、個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

６　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　　　  従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。

　(3) 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。

（会計方針の変更）

　当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業

会計基準第4号）を適用しております。これによ

り、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、

それぞれ180百万円減少しております。

(2) 賞与引当金

同左

　

　(3) 役員賞与引当金

　同左

           ――――――――

７　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　　　　繰延ヘッジ処理によっております。

　　　　金利スワップについては、特例処理の要件を満たす

ものについては、特例処理を採用しております。

７　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　ヘッジ手段

　　　　デリバティブ取引(金利スワップ取引)

　　　ヘッジ対象

　　　　キャッシュ・フローが固定されその変動が回避さ

れるもの及び相場変動等による損失の可能性が

あり、相場変動等が評価に反映されていないもの

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　ヘッジ手段

同左

　　　ヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

　　　　当社は、借入金の金利変動リスクの低減並びに金融

収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　　　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計また

は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動の累計または相場変動を比較し、両者の変動

額等を基礎にしてヘッジ有効性を評価しており

ます。

　　　　ただし、特例処理によっている金利スワップについ

ては、有効性の評価は省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

８　リース取引の処理方法

      　リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

８　リース取引の処理方法

　　　　同左

EDINET提出書類

株式会社ジョイント・コーポレーション(E03974)

有価証券報告書

 99/121



９　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事

　項

　消費税等の会計処理

　　　　消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除

対象外消費税等については、販売費及び一般管理

費に計上しております。

９　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事

　項

　消費税等の会計処理

同左
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会計処理の変更

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12月9日

　企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委

員会　平成17年12月9日　企業会計基準適用指針第8号)を

適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　これまでの資本の部の合計額に相当する金額は53,345

百万円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

         

　　　　       ――――――――

 

　
　
　

表示方法の変更

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

――――――――

 (損益計算書)

　前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示してお

りました「社債利息」は、営業外費用の総額の100分の

10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前期における「社債利息」の金額は182百万円で

あります。

　

追加情報

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　　　　　　　　―――――――― (所有目的の変更)

  所有目的の変更により、販売用不動産及び仕掛不動産

から建物へ3,582百万円、土地へ4,236百万円、建設仮勘

定へ890百万円を振替えております。
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注記事項

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務

　　(1) 担保に供している資産

現金及び預金 3百万円

販売用不動産 15,087百万円

仕掛不動産 63,432百万円

建物 90百万円

土地 368百万円

計 78,982百万円

　　(2) 上記に対応する債務

短期借入金 22,472百万円

一年以内返済予定の長期借入金 17,522百万円

長期借入金 23,926百万円

社債に対する銀行保証 4,540百万円

計 68,460百万円

　

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務

　　(1) 担保に供している資産

販売用不動産 5,838百万円

仕掛不動産 69,637百万円

建物 2,302百万円

土地 3,572百万円

建設仮勘定 890百万円

計 82,241百万円

　　(2) 上記に対応する債務

短期借入金 1,810百万円

一年以内返済予定の長期借入金 20,566百万円

長期借入金 59,612百万円

社債に対する銀行保証 1,110百万円

計 83,098百万円

　

※２　関係会社に対する資産及び負債

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

るものは、次のとおりであります。

 販売用不動産出資金等 2,763百万円

 不動産流動化短期貸付金 12,167百万円

 短期貸付金 4,151百万円

※２　関係会社に対する資産及び負債

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

るものは、次のとおりであります。

 販売用不動産出資金等 5,964百万円

 不動産流動化短期貸付金 13,175百万円

 短期貸付金 4,679百万円

　３　偶発債務(保証債務)

　　(1) 当社顧客の住宅ローンに関して抵当権設定登記完

了までの間、金融機関等に対して連帯債務保証

を行っております。

一般顧客 5,659百万円

　　(2) 下記の関係会社の金融機関からの借入金に対して

次の通り債務保証を行っております。

㈱ジョイント・ファイナンス 3,300百万円

㈲海浜幕張駅前開発 1,000百万円

武蔵小杉開発特定目的会社 3,270百万円

※４　当社は、販売用不動産取得資金の効率的な調達を行

うため主要取引金融機関とコミットメントライン契

約を締結しております。

コミットメントライン契約の総額 18,500百万円

当事業年度末残 5,421百万円

　３　偶発債務(保証債務)

　　(1) 当社顧客の住宅ローンに関して抵当権設定登記完

了までの間、金融機関等に対して連帯債務保証

を行っております。

一般顧客 1,165百万円

　　(2) 下記の関係会社の金融機関からの借入金に対して

次の通り債務保証を行っております。

㈱ジョイント・ファイナンス 12,720百万円

京都駅南開発特定目的会社 20,400百万円

武蔵小杉開発特定目的会社 3,600百万円

リンクス・プロパティー㈱ 1,300百万円

※４　当社は、販売用不動産取得資金の効率的な調達を行

うため主要取引金融機関とコミットメントライン契

約を締結しております。

コミットメントライン契約の総額 20,700百万円

当事業年度末残 75百万円
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

※５　販売用不動産出資金等

　　　特別目的会社(SPC)を活用した不動産開発物件につい

て、開発完了後当該特別目的会社のエクイティ(優先

出資証券等)を販売することを目的としたものであ

ります

内訳は以下のとおりです。

匿名組合出資 2,503百万円

優先出資 787百万円

特別目的会社設立準備出資 14百万円

※５　販売用不動産出資金等

　　　特別目的会社(SPC)を活用した不動産開発物件につい

て、開発完了後当該特別目的会社のエクイティ(優先

出資証券等)を販売することを目的としたものであ

ります。

内訳は以下のとおりです。

匿名組合出資 5,345百万円

優先出資 992百万円

特別目的会社設立準備出資 89百万円

※６　共同事業出資金

　　　「共同事業出資金」とは、共同事業契約に基づく共同

事業遂行を目的としたものであります。

※６　　　　　　――――――――

　

　

(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　固定資産売却益

　　　車両運搬具 　　 　  　　　　　　　　0百万円

※２　固定資産除売却損

　　　固定資産売却損

　   工具器具及び備品　 　　　　　　　　1百万円
　　　固定資産除却損

  工具器具及び備品 1百万円

※１　　　　　　――――――――

※２　固定資産除売却損

　　　固定資産除却損

　   工具器具及び備品　 　　　　　　　　 0百万円
　　　

   

※３　関係会社との取引高

　　　受取利息　　　　　　　　　　　  　　89百万円
  

※３　関係会社との取引高

　　　受取利息　　　　　　　　　　　  　 160百万円
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 186,756 185 184,200 2,741
　

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　      　185株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　新株予約権の行使による減少　　　　　　184,200株

　

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 2,741 1,000,207 1,000 1,001,948
　

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　      　　   207株

　市場買付による増加　　　　　　　　　 　　1,000,000株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　新株予約権の行使による減少　　　　　　       1,000株
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(リース取引関係)

　

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引に係る注記

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引に係る注記

(借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

(借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産
（工具器具
　及び備品）

17 7 10

無形固定資産
(ソフトウエア)

7 6 0

計 25 13 11

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産
（工具器具
　及び備品）

21 9 12

無形固定資産
(ソフトウエア)

－ － －

計 21 9 12

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5百万円

１年超 5百万円

　計 11百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 7百万円

１年超 5百万円

　計 12百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 5百万円

減価償却費相当額 5百万円

支払利息相当額 0百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 6百万円

減価償却費相当額 6百万円

支払利息相当額 0百万円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　減価償却費相当額の算定方法

　　・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　減価償却費相当額の算定方法

同左

　　　利息相当額の算定方法

　　・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法は、利息

法によっております。

　　利息相当額の算定方法

同左

　

(有価証券関係)

　　　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当事業年度（自　平成19年４

　　月１日　至　平成20年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありま

　　せん。
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　　（繰延税金資産）

　　①　流動資産

販売用不動産評価損損金不算入 263百万円

販売用不動産出資金等評価損
損金不算入

85百万円

賞与引当金損金不算入 38百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 16百万円

未払事業税損金不算入 285百万円

仕掛不動産損金不算入 18百万円

その他 16百万円

計 724百万円

　　

　　②　固定資産

関係会社株式評価損否認額 171百万円

会員権評価損損金不算入 6百万円

退職給付引当金損金不算入 8百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 59百万円

その他 63百万円

計 309百万円

　　

  （繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 268百万円

繰延税金資産の純額 41百万円
　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　　（繰延税金資産）

　　①　流動資産

販売用不動産評価損損金不算入 222百万円

販売用不動産出資金等評価損
損金不算入

121百万円

賞与引当金損金不算入 38百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 17百万円

未払事業税損金不算入 312百万円

仕掛不動産損金不算入 2,954百万円

その他 19百万円

計 3,686百万円

　　

　　②　固定資産

関係会社株式評価損否認額 171百万円

会員権評価損損金不算入 6百万円

退職給付引当金損金不算入 7百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 72百万円

建設仮勘定評価損損金不算入 511百万円

その他有価証券評価差額金 542百万円

その他 121百万円

計 1,433百万円

　　  　　　　

　　　　――――――――

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異が法定実効税率の百分の五以下である
ため注記を省略してあります。　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　

法定実効税率 40.50％

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

0.43％

役員賞与引当金 1.03％

住民税等均等割 0.19％

その他 0.43％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

42.58％

　

(企業結合等関係)

　　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　１株当たり純資産額 1,216円42銭　１株当たり純資産額 1,185円05銭

　１株当たり当期純利益 165円33銭　１株当たり当期純利益 65円42銭

　潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

164円76銭
　潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

65円34銭

(追加情報) 　　　　　　　　――――――――

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第４号)が平成18年１月31

日付で改正されたことに伴い、当事業年度から繰延

ヘッジ損益(税効果調整後)の金額を普通株式に係る事

業年度末の純資産額に含めております。

　なお、前事業年度末において採用していた方法により

算定した当事業年度末の１株当たり純資産額は1,216

円67銭であります。

　

(注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項　目
前事業年度

(自　平成18年４月１日至　平成19年３月31日)
当事業年度

(自　平成19年４月１日至　平成20年３月31日)
損益計算書上の当期純利益 7,232百万円 2,830百万円

普通株式に係る当期純利益 7,232百万円 2,830百万円

普通株式の期中平均株式数 43,743千株 43,269千株

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定に用いられた

普通株式増加数の主要な内訳

　新株予約権 151千株 53千株

普通株式増加数 151千株 53千株

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれ

なかった潜在株式の概要

2012年1月30日満期円貨建転換社債型

新株予約権付社債

　株式の種類　　　　　　普通株式

　額面総額　　　　　11,000百万円

2012年1月30日満期円貨建転換社債型

新株予約権付社債

　株式の種類　　　　　　普通株式

　額面総額　　　　　11,000百万円

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

　その他有価証券

ファイブアイズ・ネットワークス㈱ 200 10

住宅産業信用保証㈱ 720 7

大日本土木㈱ 200,000 0

計 200,920 17

　

【債券】

　　　　該当事項はありません。

 

【その他】

　

口数(口) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

　その他有価証券

ジョイント・リート投資法人 5,400 1,517

㈲さくらプロパティーズ － 295

ＮＩＦニューテクノロジー投資事業
組合

－ 9

計 5,400 1,822
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

　建物 447 3,582 ― 4,029 168 18 3,861

　構築物 9 ― ― 9 3 1 6

　船舶 ― 210 ― 210 75 75 135

　車両運搬具 32 2 ― 34 23 5 10

　工具器具及び備品 137 30 5 162 97 13 65

　土地 491 4,236 ― 4,728 ― ― 4,728

　建設仮勘定 220 906 236 890 ― ― 890

有形固定資産計 1,338 8,969 241 10,066 368 114 9,697

無形固定資産

　ソフトウェア ― ― ― 246 116 43 130

　電話加入権 ― ― ― 17 ― ― 17

　その他 ― ― ― 9 1 0 7

無形固定資産計 ― ― ― 273 117 44 155

長期前払費用 144 858 100 902 ― ― 902

（注）１　所有目的の変更により、販売用不動産及び仕掛不動産から建物へ3,582百万円、土地へ4,236百万円、建設

　　仮勘定へ890百万円を振替えております。

２　無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

　　額」の記載を省略しております。

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 213 248 0 213 248

賞与引当金 93 93 93 ― 93

役員賞与引当金 180 125 180 ― 125

(注) １　貸倒引当金の当期減少額「その他」は、洗替戻入額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ　資産の部

イ　現金及び預金

　

区分 金額(百万円)

現金 5

預金

当座預金 0

普通預金 13,203

定期預金 98

別段預金 0

計 13,303

合計 13,308

　

ロ　販売用不動産

　

地域別 金額(百万円)

東京都 12,990

神奈川県 11,620

埼玉県 750

合計 25,361

　

ハ　仕掛不動産
　

地域別 金額(百万円)
　　　　　　　面積(㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

東京都 61,695 31,130.3

埼玉県 16,125 76,983.5

神奈川県 13,819 33,448.5

静岡県 9,443 47,632.3

大阪府 7,641 9,186.7

その他 18,853 78,502.7

合計 127,579 276,884.1

（注）面積は土地だけであり、建物は含まれておりません。
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ニ　不動産流動化短期貸付金

　

金額(百万円)

ミザール・プロパティー株式会社 2,850

有限会社海浜幕張駅前開発 2,733

カリナ・プロパティー株式会社 1,800

有限会社キャンサー・プロパティー 1,319

有限会社ジュリエット・キャピタル・パートナーズ 1,300

合同会社ローズ・プロパティー 1,189

合同会社ペルセウス・プロパティー二号 1,036

その他 947

合計 13,175

　

ホ　貯蔵品

　

品名 金額(百万円)

収入印紙 2

その他 6

合計 8
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ｂ　負債の部

イ　支払手形

(イ)　相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

㈱奥村組 1,817

㈱熊谷組 1,501

㈱イチケン 1,165

㈲海浜幕張駅前開発 874

その他 911

合計 6,271

　

(ロ)　期日別内訳

　

区分 金額(百万円)

平成20年５月満期 2,261

　 〃 　６月 〃 2,052

　 〃 　７月 〃 1,082

　 〃 　８月 〃 874

合計 6,271

　

　

ロ　買掛金

　

相手先 金額(百万円)

㈱奥村組 1,894

㈱イチケン 1,592

五洋建設・坂下組特定建設協同企業体 972

㈱熊谷組 812

㈱國場組 622

その他 2,786

合計 8,679
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ハ　短期借入金

 

区分 金額(百万円)

㈱あおぞら銀行 2,554

㈱横浜銀行 2,000

㈱三井住友銀行 1,270

㈱新生銀行 1,000

その他 18,981

合計 25,805

　

ニ　一年以内返済予定の長期借入金

　

区分 金額(百万円)

興産信用金庫 2,700

住友信託銀行㈱ 2,000

㈱横浜銀行 1,910

㈱関西アーバン銀行 1,810

商工組合中央金庫 1,790

㈱りそな銀行 1,705

みずほ信託銀行㈱ 1,546

㈱あおぞら銀行 1,300

興銀リース㈱ 1,300

その他 7,852

　　　　　　　　　　　　合計 23,913

　

ホ　一年以内償還予定の社債

　

区分 金額(百万円)

第17回無担保社債 200

第20回無担保社債 910

第24回無担保社債 2,200

合計 3,310

(注)　発行年月、利率等については、「第５経理の状況」「１連結財務諸表等」「（１）連結財務諸表」「⑤連結　

附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
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ヘ　コマーシャル・ペーパー

　

償還期限 金額(百万円)

平成20年４月 3,500

　 〃 　５月 500

　 〃 　６月 1,000

合計 5,000

　

ト　社債

　

区分 金額(百万円)

第22回無担保社債 15,000

第23回無担保社債 1,000

合計 16,000

(注)　発行年月、利率等については、「第５経理の状況」「１連結財務諸表等」「（１）連結財務諸表」「⑤連結　

附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

チ　新株予約権付社債

　

区分 金額(百万円)

円貨建転換社債型新株予約権付社債 11,000

合計 11,000

リ　長期借入金

　

区分 金額(百万円)

㈱みずほコーポレート銀行 15,750

㈱三井住友銀行 13,292

㈱関西アーバン銀行 6,840

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 5,970

㈱横浜銀行 4,274

㈱あおぞら銀行㈱ 2,920

三菱ＵＦＪリース㈱ 2,500

㈱千葉銀行 2,440

㈱東日本銀行 2,150

その他 11,084

合計 67,220

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 10,000株券、1,000株券、500株券、100株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え

　　取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番４号　　住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目５番33号　　　　住友信託銀行株式会社

　　取次所 住友信託銀行株式会社　全国本支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り

　　取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番４号　　住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目５番33号　　　　住友信託銀行株式会社

　　取次所 住友信託銀行株式会社　全国本支店

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故そ
の他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する。
なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。　
　
　  http://www.joint-group.co.jp

株主に対する特典

１．毎決算期末現在の単元株主に対して、年１回株主優待品を贈呈。
  ①　100株以上1,000株未満　　　　3,000円相当の生活関連グッズの提供
　 　 1,000株以上5,000株未満　　 10,000円相当の生活関連グッズの提供
      5,000株以上　　　　　　　　20,000円相当の生活関連グッズの提供
  ②　当グループ新築分譲マンションの本体価格(消費税抜き)の１％相当を割引販 
      売。
　　　
２．３年以上連続して保有している株主(毎年３月31日及び９月30日現在の株主名簿　
　　及び実質株主名簿に同一株主番号で、７回以上連続して記載された株主）を対象
　　に、長期保有株主優待品を贈呈。

　（注)単元未満株式についての権利

　　　　　 当社定款の定めにより単元未満株式を所有する株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使　

　　　　 することができない。

　　　　　　・法令により定款をもってしても制限することができない権利

　　　　　　・株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)有価証券報告書 事業年度 自　平成18年４月１日 平成19年６月25日

及びその添付書類 （第21期） 至　平成19年３月31日 関東財務局長に提出。

(2)半期報告書 事業年度 自　平成19年４月１日 平成19年12月20日

（第22期） 至　平成19年９月30日 関東財務局長に提出。

(3)臨時報告書 金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の
開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子
会社の異動）の規定に基づくものであります。

平成20年３月31日
関東財務局長に提出。

 

(4)有価証券報告書
の訂正報告書

①上記（1）有価証券報告書に係る訂正報告書で　
　あります。

平成19年７月17日
関東財務局長に提出。

 ②上記（4）の①に係る訂正報告書であります。 平成19年12月11日

関東財務局長に提出。

(5)発行登録書 普通社債発行登録書及びその添付書類 平成19年６月１日

及びその添付書類 関東財務局長に提出。

新株予約権証券発行登録書及びその添付書類 平成20年５月16日

関東財務局長に提出。

(6)訂正発行登録書 平成19年６月26日

平成19年７月17日

平成19年12月18日

平成19年12月20日

関東財務局長に提出。

(7)発行登録追補書類 普通社債発行登録追補書類及びその添付書類 平成19年７月18日

関東財務局長に提出。

(8)自己株券買付状況
報告書

平成19年９月５日　　　　平
成19年10月10日

関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年６月23日

株式会社ジョイント・コーポレーション

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　渡　　邉　　宣　　昭　　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　浅　　野　　俊　　治　　㊞

　

　

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ジョイント・コーポレーションの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度

の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社ジョイント・コーポレーション及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月21日

株式会社ジョイント・コーポレーション

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　渡　　邉　　宣　　昭　　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　浅　　野　　俊　　治　　㊞

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社ジョイント・コーポレーションの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連

結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結

キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社ジョイント・コーポレーション及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年６月23日

株式会社ジョイント・コーポレーション

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　渡　　邉　　宣　　昭　　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　浅　　野　　俊　　治　　㊞

　

　

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ジョイント・コーポレーションの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第21期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ジョイント・コーポレーションの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する

事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

　

以　　上
　
　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月21日

株式会社ジョイント・コーポレーション

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　渡　　邉　　宣　　昭　　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　浅　　野　　俊　　治　　㊞

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社ジョイント・コーポレーションの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第

22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について

監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対す

る意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ジョイント・コーポレーションの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する

事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

　

以　　上
　
　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。
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